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第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 (千円) 7,291,312 6,004,310 4,387,858 3,516,498 2,897,753

経常損失(△) (千円) △348,579 △740,306 △522,240 △416,200 △442,449

親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(千円) △388,785 △780,445 △420,604 △452,268 △434,656

包括利益 (千円) △389,095 △780,301 △420,780 △452,312 △434,597

純資産額 (千円) 1,698,642 931,797 954,066 777,884 1,013,242

総資産額 (千円) 2,922,957 1,969,630 1,897,599 1,541,653 1,746,749

１株当たり純資産額 (円) 97.35 53.33 48.24 35.62 17.00

１株当たり当期純損失
金額(△)

(円) △22.34 △44.85 △23.23 △22.01 △12.83

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 58.0 47.1 49.9 50.1 57.8

自己資本利益率 (％) － － － － －

株価収益率 (倍) － － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △63,843 △710,617 △437,004 △410,771 △573,010

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △317,404 94,237 309,423 62,969 19,087

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 126,667 △53,996 311,338 266,580 651,297

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 1,328,197 663,871 847,353 766,132 863,507

従業員数(外、平均臨時
雇用者数)

(人)
236 235 231 217 199
(11) (15) (5) (1) (0)

 

(注) １．第12期から第16期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式は存在するものの１株当たり

当期純損失金額であるため記載しておりません。

２．第12期から第16期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失金額で

あるため記載しておりません。

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平

均人員を(　)外数で記載しております。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第13期の期首から適用してお

り、第13期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており

ます。

５．第14期の売上高には、免税事業者に該当する連結子会社に限り、税込方式を採用しており、消費税等が含

まれております。

６．第15期より、資金調達費用及び組織再編費用の表示方法を「販売費及び一般管理費」から「営業外費用」

へ変更し、第14期の関連する主要な経営指標等について、表示方法の変更を反映させた組替え後の数値を

記載しております。

７．「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年

改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。また、2022年改正会計基準

については第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）については第65－２項(2)ただし書きに定める経

過的な取扱いを適用しております。なお、当該会計方針の変更による経営指標等への影響はありません。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 (千円) 3,693,983 2,771,335 1,232,456 1,213,012 1,043,942

経常損失(△) (千円) △313,681 △589,134 △439,969 △414,840 △485,723

当期純損失(△) (千円) △402,021 △707,159 △525,391 △282,985 △480,221

資本金 (千円) 1,000,000 10,000 229,720 67,707 184,466

発行済株式総数 (株) 17,405,198 17,405,198 19,635,533 21,693,533 59,402,033

純資産額 (千円) 1,681,253 989,275 906,933 900,078 1,089,812

総資産額 (千円) 2,265,561 1,378,489 1,124,682 1,030,543 1,228,800

１株当たり純資産額 (円) 96.60 56.85 46.03 41.42 18.35

１株当たり配当額(１株
当たり中間配当額)

(円)
－ － － － －
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純損失
金額(△)

(円) △23.10 △40.64 △29.02 △13.77 △14.17

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 74.2 71.8 80.3 87.2 88.7

自己資本利益率 (％) － － － － －

株価収益率 (倍) － － － － －

配当性向 (％) － － － － －

従業員数(外、平均臨時
雇用者数)

(人)
193 112 118 121 124

(7) (10) (3) (0) (－)

株主総利回り (％) 80.9 58.8 43.8 19.9 14.6
(比較指標：TOPIX) (％) (124.9) (112.9) (142.9) (162.8) (193.0)

最高株価 (円) 615 426 314 211 122

最低株価 (円) 366 274 178 78 42
 

(注) １．第12期から第16期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１

株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。

２．第12期から第16期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失金額であるため記載しており

ません。

３．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(アルバイト、人材会社からの派遣社員を含む)は年間平均人員

を(　)内にて外数で記載しております。

４．最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年

４月４日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第13期の期首から適用してお

り、第13期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており

ます。

６.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年

改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。また、2022年改正会計基準につ

いては第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）については第65－２項(2)ただし書きに定める経過

的な取扱いを適用しております。なお、当該会計方針の変更による経営指標等への影響はありません。
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２ 【沿革】

年月 事項
  

2010年５月 東京都渋谷区において、ソーシャルゲーム(注)の企画、開発及び運営を目的として株式会社オルト
プラス(資本金500万円)を設立

2010年７月 本社を東京都渋谷区渋谷二丁目７番14号に移転

2010年12月 本社を東京都渋谷区渋谷二丁目１番12号に移転

2012年６月 本社を東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号に移転

2012年９月 グリー株式会社と業務提携契約を締結

2013年３月 東京証券取引所マザーズに株式を上場

 グリー株式会社との合弁で株式会社オルトダッシュを設立（2020年９月清算結了）

2013年９月 ベトナムにALTPLUS VIETNAM Co.,Ltd（現 EXTREME VIETNAM Co., Ltd.）を設立（2019年７月に株
式会社エクスラボへ売却）

2014年３月 東京証券取引所市場第一部に指定

2014年10月 韓国にAltPlus Korea Inc.を設立（2018年４月清算結了）

2015年４月 株式会社SHIFTとの合弁で株式会社SHIFT PLUSを設立（2019年２月に株式会社SHIFTに売却）

2015年５月 台湾スタジオを開設（2016年３月閉鎖）

2016年４月 XPEC Entertainment inc.(樂陞科技股份有限公司、現 齊民股份有限公司)と資本業務提携契約を締
結

2017年３月 株式会社scopesとの合弁で株式会社エスエスプラスを設立（2018年10月吸収合併）

2018年３月 株式会社scopesを簡易株式交換により完全子会社化（2020年４月吸収合併）

 高知県高知市にゲーム開発・運営拠点として株式会社オルトプラス高知を設立

2018年９月 本社を東京都豊島区東池袋三丁目１番１号に移転

2018年10月 企業向け社内仮想通貨サービス「コミュニティオ（communitio）」のサービス提供を開始

2019年１月 企業向け社内仮想通貨サービス「コミュニティオ（communitio）」の企画、開発及び運営を行う株
式会社コミュニティオを設立（2019年５月MBOにより連結除外）

2019年６月 株式会社エクストリームとの合弁で株式会社エクスラボを設立（2020年５月に株式会社エクスト
リームに売却）

2019年６月 アイディアファクトリー株式会社と資本業務提携を締結

2019年９月 NHN JAPAN株式会社及び株式会社クアーズと資本業務提携を締結

2020年２月 アイディアファクトリー株式会社と合弁で株式会社アイディアファクトリープラスを設立

2020年３月 株式会社OneSports（旧社名 株式会社モブキャストプラス）を株式取得により完全子会社化（2024
年９月に株式会社STANDが吸収合併）

2020年９月 株式会社アクセルマークよりゲーム事業を会社分割により事業譲受

2021年６月 合同会社DMM.comとの合弁で株式会社DMMオンクレを設立（2023年３月合弁解消により合同会社
DMM.comへ譲渡）

2021年９月 人材マッチングサービス業を行う株式会社STANDを設立

2021年９月 NFT事業を行う株式会社プレイシンクを設立（2022年４月MBOにより連結除外）

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からスタンダード市場へ移行

2022年12月 監査等委員会設置会社へ移行

2023年８月 株式会社OneSportsの国内事業を会社分割により新設会社に承継し、新設会社の全株式を株式会社
マイネットに譲渡

2023年12月 ジーエフホールディングス株式会社と資本業務提携を締結

2025年11月 株式会社オカザキホールディングスと資本業務提携を締結
 

(注) ソーシャルゲームとは、ソーシャルネットワーキングサービス(「SNS」)をプラットフォームとし、利用者同士

の繋がりや交流関係を活かしたゲームの総称です。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社３社で構成され、『笑顔あふれるセカイを増やす』というパーパス（存在意

義）のもと、エンターテインメント＆ソリューション事業として、スマートフォン向けアプリを中心としたオンライ

ンゲームの企画・開発・運営を行うゲーム事業、主に法人顧客向けにクライアントが提供しているサービスの開発・

運営を行うサービス開発事業、ゲーム会社向けに人材サービス等を提供する技術・人材支援事業を展開しておりま

す。

なお、当社グループは、エンターテインメント＆ソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント情

報は記載せず、主要なサービス毎に記載しております。

 

(1) ゲーム事業

当社グループは、主にスマートフォン向けアプリを中心とするオンラインゲームの企画・開発・運営を行ってお

ります。そのゲームタイトルは主にApple Inc.及びGoogle Inc.に代表されるプラットフォーム運営事業者が運営す

る各アプリマーケットにおいて提供されており、基本料金無料、一部アイテム課金制の仕組みを採用しておりま

す。

提供するゲームタイトルには、主にアニメやマンガといったユーザー認知度の高いキャラクター等のIPを用い

て、IP保有会社を含む他社との協業により、開発及び運営を行う「自社パブリッシングタイトル」と、他社のゲー

ムタイトルの運営を受託する「運営受託タイトル」があります。また、他のゲーム会社からオンラインゲーム等の

開発受託も行っております。

2025年９月現在、当社グループが提供している運営タイトル数は４タイトル（自社パブリッシングタイトル３、

運営受託タイトル１）、開発受託件数は３件であり、そのうち開示しているものは以下のとおりであります。

 
2025年９月30日現在

タイトル名
プラット
フォーム

区分 ゲーム内容等

ヒプノシスマイク
-Alternative Rap
Battle-

App Store
Google Play
Amazon

自社
パブリッシング
タイトル

株式会社キングレコード/EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽
原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -
Division Rap Battle-」のリズムゲーム

Everybody Shogi（え
ぶりばでぃ将棋）

Apple
Arcade

自社
パブリッシング
タイトル

新感覚のカジュアル将棋パズルゲーム

忘却前夜
App Store
Google Play

自社
パブリッシング
タイトル

Ling Xi Games開発のローグライクカードビルディングゲー
ムをローカライズ
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(2) サービス開発事業

当社グループでは、「受託開発」と「共同開発」の２つの形態で展開しています。

受託開発では、法人顧客向けにライセンスやビジネスアセットの提供を含む包括的なソリューションを実現。長

年培ってきた開発ノウハウと技術力を活かし、クライアントのニーズに応じた高品質なサービス開発を提供してい

ます。一方、パートナー企業との共同開発では、双方の強みを活かした革新的なサービスの創出に取り組んでお

り、収益配分を通じた継続的なビジネス展開を実現しています。

 
(3) 技術・人材支援事業

当社グループでは、ゲーム開発における共同開発・受託開発を通じて、高度な技術力と開発ノウハウを蓄積して

きました。その過程で、実践的な環境での人材育成にも注力し、即戦力となる優秀な開発人材を数多く輩出してい

ます。この強みを活かし、ゲーム開発の人材を必要とされる企業様に対して、子会社「株式会社STAND」を展開。実

務経験豊富な人材を派遣することで、お客様のゲーム開発プロジェクトを強力にサポートしています。また、グ

ループ会社「株式会社オルトプラス高知」との連携により、さらなる人材育成体制の強化を図り、業界のニーズに

応える高品質な人材サービスの提供を実現しています。

 
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
2025年９月30日現在

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有
(被所有)割合
(％)

関係内容

(連結子会社)      

株式会社オルトプラス高知

（注）２
高知県高知市 10百万円

ゲーム開発・運営に関す

るグループ内の業務支援
100.0

運営業務の委託

役員の兼任

資金の貸付

株式会社アイディアファク

トリープラス

（注）２、３

東京都豊島区 10百万円
モバイルコンテンツ等の

企画、開発及び運営等
51.0 役員の兼任

株式会社STAND

（注）２、３
東京都豊島区 26百万円

人材マッチングサービス

等
100.0

役員の兼任

資金の貸付

役務の提供
 

(注) １．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

２．特定子会社であります。

３．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えている連結子会社は

以下のとおりです。

 
主要な損益情報等

株式会社アイディアファクトリープラス  株式会社ＳＴＡＮＤ

①　売上高 873,507千円  ①　売上高 1,175,307千円

②　経常利益 79千円  ②　経常利益 39,871千円

③　当期純利益 122千円  ③　当期純利益 43,200千円

④　純資産額 7,398千円  ④　純資産額 142,931千円

⑤　総資産額 323,515千円  ⑤　総資産額 488,918千円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2025年９月30日現在

従業員数(人)

199 (0)
 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均

人員を(　)外数で記載しております。

２．セグメント情報との関連は、単一セグメントであるため記載を省略しております。

 
(2) 提出会社の状況

2025年９月30日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

124 (－) 39.1 4.5 5,799
 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均

人員を(　)外数で記載しております。

２．セグメント情報との関連は、単一セグメントであるため記載を省略しております。

３．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

　①　提出会社

当事業年度

管理職に占める女性
労働者の割合(％)

(注)１

男性労働者の育児
休業取得率(％)
(注)２

労働者の男女の賃金の差異(％)(注)１、３

全労働者 うち正規雇用労働者
うちパート・
有期労働者

4.0 0 78.7 79.1 －
 

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３．当社は、男女間で同一の賃金制度を適用しており、同一職種、同一職位内において男女間の格差を設けてお

りません。現在生じている男女の賃金の差異は、職種・職位・年齢構成・労働時間の違いによるものであ

り、主に女性の上位職位者が少ないこと、女性の平均年齢が男性より約２年若く、経験年数・熟練度に差が

あることが挙げられます。

 

　② 連結子会社

連結子会社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対

象ではないため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、『笑顔あふれるセカイを増やす』をパーパス（存在意義）とし、ゲームというエンターテイン

メントを通じて、ユーザーをはじめとして、従業員、株主の皆様、お取引先など、当社を取り巻く人々の「笑顔」

につながる新しい価値を創造・提供していくことを経営の基本方針としております。

当社グループは、このような経営の基本方針に基づいて事業活動を行い、企業価値並びに株主価値の最大化を

図ってまいります。

 
(2) 目標とする経営指標

当社グループは、中長期的な事業成長と収益基盤の確保・安定化を経営上の重要課題として認識しており、事業

規模を示す『売上高』と、事業活動における収益を示す『経常利益』を重要な経営指標としております。

 
(3) 経営環境及び経営戦略並びに対処すべき課題

当社グループは、前連結会計年度まで11期連続となる営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を

計上しており、当連結会計年度においても、営業損失467,294千円、経常損失442,449千円、親会社株主に帰属する

当期純損失434,656千円となりました。

このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してい

るものと認識しております。当社グループは、当該事象等を解消するために、「第２ 事業の状況　３ 事業等のリ

スク (6)継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載した対応策の実施により、新たな収益機会の獲得に

より収益力を向上させ、早期に黒字化を実現することにより事業基盤並びに財務基盤の安定化を図り、当該状況の

解消、改善に努めてまいります。

 
また、当社グループが安定的な収益基盤のもとで継続して成長するために、以下の重要課題に取り組んでおりま

す。

①　ゲーム事業の収益力向上

当社グループが、黒字化を実現するためには、まずは主力事業であるゲーム事業の収益力の向上が不可欠であ

り、開発受託・運営受託により一定の収益を確保しつつも、今後は高い収益が期待できるゲームタイトルを自ら

継続して提供することが必要だと考えております。そのため、業務提携等によるパートナー案件の積み上げや

ゲーム周辺領域からの受注を拡大させて安定的に収益を確保する一方で、ゲーム化・商品化が可能な国内外の有

力なIPの権利獲得を積極的に進め、ゲームタイトルとして提供するだけでなく、ゲームから派生するコンテンツ

の商品化など、重層的に展開することで高い収益を獲得することを目指してまいります。

 
②　新技術・新サービスへの対応

技術革新が進むゲーム業界において持続的な成長を図るためには、新技術等に対する対応が不可欠であると認

識しております。そのため、当社グループは、特にゲーム事業においてAI（人工知能）をはじめとする新しい技

術を活用したゲーム開発・サービス開発を実現できるよう、技術・ノウハウの獲得・確立を進めてまいります。

 
③　システム技術・インフラの強化

当社グループは、モバイル端末を通じてインターネット上で提供されるゲームタイトルの開発・運用を行って

いることから、システムインフラの安定的な稼働及び技術革新への対応が重要であると認識しております。その

ため、優秀な技術者の確保と育成に努めるとともに、システム管理やシステム基盤の強化等に継続的に取り組ん

でまいります。また、他社との共同開発や受託開発を進めるには、情報セキュリティ体制が確保されていること

が不可欠だと考えており、認証取得しているISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）による管理運用体

制を引き続き維持強化してまいります。
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④　優秀な人材の確保と育成

当社グループが、今後事業構造を改善し、安定的な収益基盤を確保するためには、優秀な人材の確保と組織体

制の強化が重要な課題であると認識しております。そのため多様な勤務形態、職場環境の改善、福利厚生の充実

により働きやすい労働環境の整備・運用に努めるとともに、積極的に採用活動を行い、人材の確保に注力してお

ります。また、従業員のスキル・勤続年数等に応じた段階別の研修プログラム等を体系的に実施することで社内

人材の育成を図ってまいります。

 
⑤　グループ経営体制及び内部管理体制の強化

当社グループが、持続的な成長を達成するためには、経営の健全性・透明性のある体制を確保することが重要

な課題と認識しており、グループ各社の経営体制についても見直しを進めてまいりました。引き続き、取締役会

及び監査等委員会による内部統制の強化を図り、コーポレートガバナンス・コードの基本原則に沿った各種施策

に継続的に取り組むことにより、グループ経営体制の強化改善に取り組んでまいります。

 
２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループは、経営の基本方針のもと、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献するとともに、環境・人的資

本・ガバナンスなど持続可能な価値創造の取組を進めてまいります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

（1）ガバナンス及びリスク管理

当社グループは、「第４ 提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナン

スの概要」に記載しております体制により事業活動を行っております。そのうち、サステナビリティ・BCM委員会

では、グループ全体で連携した取組を推進するために、重要なサステナビリティ項目及びBCP（事業継続計画）関

連事項についての戦略や方針の設定、目標管理、リスク管理等を目的とした議論を行い、定期的に取締役会へ活動

状況の報告を行い、取締役会においても当該報告の内容に関する管理・監督を行っていくこととしております。

 

（2）戦略

当社グループは、サステナビリティに関する戦略として具体的に以下の項目に取り組んでおります。

①環境負荷低減による持続的な社会の実現

当社グループは、事業活動を通じ、環境負荷の低減や社会への貢献へ取り組み、持続的な社会の実現を目指

します。

・オフィスに於けるゴミの分別回収

・オフィス空調温度の適正化

・ペーパーレス化

・クラウドサービスの積極活用による省電力化

②次世代を中心とした人材育成による持続的な企業成長の推進

当社グループは、役職員の成長・活躍を促進する職場環境と教育環境を整え、役職員の成長を促し、当社の

持続的な企業成長を目指します。

・定期的な社内研修の実施

・e-learningシステムによる持続的な自己研鑽が可能な環境の整備

・業務関連図書の購入補助制度
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③多様で持続可能なワーク・ライフスタイルの追求

当社グループは、多様な役職員が働きやすく、能力を最大限発揮出来る職場環境をつくるため、各種施策の

制度化を実施し、当社へのロイヤルティ向上と、持続可能なワーク・ライフスタイルの実現を目指します。

・社内コミュニケーション活性化のための各種イベント及び費用補助

・ライフスタイルに合わせた柔軟な勤務形態と休暇制度

・女性の働きやすさの推進策及び育児支援等

・予防接種費用補助、健康診断、ストレスチェック、ウォーキングイベント等による健康維持支援

・業務災害保険等の任意保険による補償等

 
（3）指標及び目標

当社グループは、人材の採用にあたって、候補者の性別、国籍等の属性を問わず、必要なスキルを有する人材の

採用を行っております。また管理職においても、年齢、国籍、性別等によらず有能な人材を登用するようにしてお

りますので、特に属性毎の構成割合や人数の目標値等は定めておりません。

ただし、人材戦略が今後の当社グループの持続的な企業成長にとって重要であるとの認識のもと、多様性の確保

に留意しつつ、人材の育成や社内環境整備に努めております。

なお、「女性管理職比率」、「男性育児休業取得率」、「男女間賃金格差」については、「第１ 企業の概況　

５ 従業員の状況 (４)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の

差異」に記載のとおりです。

 
３ 【事業等のリスク】

当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであり

ます。また、必ずしもそのようなリスク要因には該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要である

と考えられる事項につきましては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

なお、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化した場合に当社グループの経営成績等に

与える影響につきましては、合理的に予見することが困難であるため記載しておりません。また文中の将来に関する

事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生する可能性のあるすべての

リスクを網羅するものではありません。

 
(1) 事業環境に関するリスク

 ① 市場動向について

当社グループの事業領域であるオンラインゲーム市場は、これまでスマートフォンやタブレット端末等の高機

能なモバイル端末の普及に伴い成長を続けてまいりました。当社グループでは、市場成長に鈍化の兆しはあるも

のの、今後安定的に推移するものと見込んでおり、引き続きモバイル端末を中心とするオンラインゲームを開

発・運営できる体制を確保・維持してまいりますが、新たな法的規制の導入や通信事業者の動向等により、市場

環境が阻害されるような事態が生じた場合には、当社グループの今後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性

があります。

 
 ② 技術革新について

当社グループが事業展開を行うモバイルインターネット業界は、事業に関連する技術革新のスピードやユー

ザーニーズの変化が速く、それに対応する新たなサービスが次々と出現しております。

当社グループは、AI（人工知能）をはじめとする新しい技術を活用したゲーム開発・サービス開発を実現でき

るよう、技術・ノウハウの獲得・確立を進めておりますが、技術革新への対応が遅れた場合には、当社グループ

の今後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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 ③ プラットフォーム運営事業者の動向について

当社グループが開発、運営するオンラインゲームは、主に国内外のプラットフォーム運営事業者を通じてユー

ザーにサービス提供されております。当社グループは、各運営事業者の定める規約を順守したゲームの開発、

サービス運営を行っておりますが、今後、各運営事業者の事業戦略の転換や規約の変更等が生じた場合には、

サービスの停止、サービス内容の変更、手数料等の料率の変更等により、当社グループの今後の事業展開及び業

績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ④ 競合他社の動向について

当社グループの事業領域であるオンラインゲーム市場は、競合他社が多数存在しております。当社グループ

は、日々のコスト削減や開発効率の向上策などに取り組み、これまで培ってきたゲーム開発及び運営のノウハウ

を生かして、ユーザーのニーズに合わせるとともに、他社のオンラインゲームと差別化したタイトルを継続して

提供してまいります。しかしながら、競合他社との競争が激化し、他社との比較で優位性を保てなくなった場合

には、当社グループの提供するオンラインゲームの利用者数の減少や開発・運営受託案件の減少や縮小等によ

り、当社グループの今後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(2) 事業運営に関するリスク

 ① ゲームタイトルの企画・開発・運営について

当社グループは、ゲーム開発事業として、オンラインゲームの企画・開発・運営を主な事業として展開してお

ります。オンラインゲームで安定的な収益を上げるためには、多数のユーザーを獲得できるタイトルを継続的に

提供し続ける必要があります。当社グループは、IPを利用した新規タイトル案件の獲得を進めるとともに、他社

タイトルの開発・運営案件を獲得することにより、継続して複数のタイトルを開発・運営できる体制を構築して

おります。しかしながら、IPが利用できなくなること等により、タイトルの開発・運営が困難となり、十分な

ユーザー獲得ができなかった場合には、当社グループの今後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 
 ② 協業先との関係について

当社グループは、有力なIPを保有する他社との協業により当該IPを利用することで多数のユーザー獲得が見込

まれるゲームタイトル等の開発・運営を受託しております。当社グループは、協業先である各IP保有会社及び開

発・運営の委託元会社との友好的な関係を維持するように努め、事業展開を進めてまいりますが、各社の方針又

は事業戦略に変化が生じ、各サービスが継続して提供できなくなった場合には、当社グループの今後の事業展開

及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ③ 開発費、広告費の負担について

オンラインゲームは、機能や表現の高度化が進んでおり、開発期間が長期化するとともに、並行して開発人材

の人件費も高騰傾向にあるため、開発費が増加傾向にあります。また、競合他社との競争激化に伴い、新規タイ

トルのユーザー獲得のための多額の広告宣伝費が必要となるケースが増加しております。そのため、当社グルー

プでは、開発費や広告宣伝費を協業先が負担する等の契約を締結することにより、費用の抑制に努めております

が、市場環境の変化等により、費用負担が想定を上回る等の状況が生じた場合には、当社グループの今後の事業

展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ④ 受注損失の発生について

当社グループは、経営会議にて受託開発案件の進捗状況を確認し、見積りの精度を高めるなどの体制で運用し

ております。しかしながら、開発の遅れ、仕様の変更や人件費の高騰等により、当初の見積原価総額が大きく変

動した場合は、進捗率の変更による収益の見積りが変更されます。また、見積原価総額が契約金額を超過する場

合は、受注損失引当金を計上する必要があることから、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性

があります。
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 ⑤ 契約不適合責任について

当社グループの主要な事業であるゲームの受託開発・運営の一部は、業務委託契約に基づいており、開発・運

営における成果物や遂行すべき業務に対して対価を受領しております。契約締結時に成果物・業務の仕様や検収

方法等を明確化するとともに、進捗状況の確認等のプロジェクト管理による品質管理を行なっておりますが、当

社グループの過失等に起因して契約不適合が発生することにより、大規模な改修やサービスの中断・中止が生じ

た場合、当該事象に係る損害等の賠償を請求される恐れがあります。その場合には、当社グループの今後の事業

展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ⑥ 人材関連サービスについて

当社グループで行なっている人材関連のサービスの一部は、「労働者派遣法（労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律）」に基づく労働者派遣事業として厚生労働大臣の許可を受けていま

す。また、労働者派遣事業と請負により行われる事業の区分に関しては、「労働者派遣事業と請負により行われ

る事業との区分に関する基準」（労働省告知第37号）において順守すべき事項が示されております。

当社グループでは、業務の健全かつ適正な運営の為、コンプライアンス教育及び研修等の実施によって各種法

令の順守を徹底し、継続的に調査・確認を実施することで法令違反を未然に防ぐよう努めております。

しかしながら、これらの法令等に抵触したことにより処分等を受けたり、新たな法令・基準の制定や改正など

が行われ対応が遅れた場合、当社グループの今後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ⑦ 暗号資産保有・運用に関するリスク

当社グループでは、中長期的な企業価値向上と財務基盤の強化を目的として、暗号資産の購入及び運用事業を

開始することを予定しております。保有する暗号資産については暗号資産取引所を通じて暗号資産を取得します

が、取引所がシステム障害やサイバー攻撃を受けた場合の損失は、暗号資産の管理者より補償されない可能性が

あります。また、暗号資産は短期的に取引価格が大きく変動する可能性があり、これにより当社グループの業績

に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 
 ⑧ 新規事業について

当社グループは、事業規模の拡大と収益の安定化を目指して、成長が期待できる新たな分野や市場への展開に

取り組むことを検討しております。そのために、新たな人材の確保やシステム投資及び広告宣伝等のための追加

的な支出の発生や、当該市場等における規模や需要の急激な変化による影響等、当社グループが今まで想定して

いない新たなリスクが顕在化する可能性があります。それらのリスクが顕在化した場合には、当社グループの今

後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(3) 組織運営・ガバナンス体制に関するリスク

 ① 人材の確保、育成について

当社グループが、今後事業拡大を図るためには、優秀な人材の確保・育成が重要であると考えております。そ

のため採用活動を継続して行うとともに、福利厚生の充実、教育研修の整備・充実に努めております。しかしな

がら、当社グループが必要な人材を十分に確保できなかった場合、又は社内の重要な人材が外部に流出してし

まった場合には、業務運営や事業展開の制約要因となり、当社グループの今後の事業展開及び業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 
 ② 内部管理体制について

当社グループは、内部関係者の不正行為等が発生しないように、法令及び企業倫理に沿った各種規程を制定す

るとともに、監査等委員会の設置や内部監査の実施、社外の弁護士相談窓口を含む内部通報窓口の設置・周知等

により内部統制の充実を図っております。しかしながら、このような対応にも関わらず法令等に抵触する事態や

内部関係者による不正行為が発生した場合、当社グループの今後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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 ③ システム障害について

当社グループが運営するオンラインゲームは、サービスの基盤をインターネット通信網に依存していることか

ら、過剰アクセスによるサーバーダウンや通信ネットワーク機器の故障及び自然災害や火災・事故等によるシス

テム障害を回避すべく、サーバーの負荷分散や稼働状況の監視等の未然防止・回避策を実施しております。しか

しながら、こうした対応にもかかわらず大規模なシステム障害が起こり、サービス提供に障害が生じた場合、当

社グループの今後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ④ 取引先等の信用リスクについて

当社グループは、事業・サービスの展開にあたり多岐にわたる事業者と様々な取引を行っております。新規取

引を開始する際の与信管理の徹底、事業状況の継続的な確認等により、債権回収リスクを低減するよう努めてお

りますが、取引先事業者の収益及び財政状態の急激な悪化等により、売上債権の回収が遅延や回収不能が発生し

た場合、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(4) コンプライアンス・紛争等に関するリスク

 ① オンラインゲーム内の課金システムに対する法的規制等について

オンラインゲームにおける一部の課金方法がユーザーの過度の射幸心を煽るとして、特定の課金方法に対して

は不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）に違反するとの見解が消費者庁より示され、2012年７月１日か

ら「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準が施行されております。これを受け、当社グルー

プによるタイトルは、業界団体が公表する「スマートフォンゲームアプリケーション運用ガイドライン」に従っ

て開発・運営され、「資金決済に関する法律」を始めとする各種法規制が適用されております。

当社グループは、各種法規制や業界の自主規制を順守し、業界の健全性、発展性を損なうことのないよう努め

てまいりますが、今後、社会情勢の変化によって、既存の法令等の解釈の変更や新たな法令等の制定、各種ガイ

ドラインの解釈の変更や新たなガイドラインの制定が行われた場合には、当社グループの今後の事業展開及び業

績に影響を及ぼす可能性があります。

 
② 情報管理について

当社グループは、ゲーム開発・運営、人材サービスをはじめとして幅広く事業を展開していることから、個人

情報や開発・営業にかかる技術上又は営業上の情報資産（いわゆる営業秘密を含む。）を保有しております。

このため、当社グループでは、情報セキュリティ方針及び情報セキュリティ対策標準等を含む各種社内規則等

を制定・順守し、かつ当社にて情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISMS認証

（ISO/IEC27001:2022）を取得するなど、情報の適切な管理を徹底するとともに、役職員への教育及び研修等を通

じて情報管理意識の向上に努めております。

しかしながら、コンピュータウイルスへの感染や不正アクセスの発生等により、これらの営業秘密等の漏洩又

は改竄等が発生した場合、当社グループの競争優位性の衰耗もしくは喪失、又は協業先等からの損害賠償請求等

の提訴若しくは当社グループの信用失墜等の事態を招き、当社グループの今後の事業展開及び業績を及ぼす可能

性があります。

 
 ③ 知的財産権の管理について

当社グループは、事業を展開するうえで必要となる技術、ライセンス、ビジネスモデル及び各種商標等の知的

財産の権利化を行うとともに、第三者の知的財産権を侵害しないよう十分な注意を払っております。

しかしながら、当社グループが保有する知的財産権等について、第三者により侵害等がなされ、当社グループ

の競争優位性が衰耗又は喪失する可能性があり、また、当社グループが第三者の知的財産権を侵害した場合に

は、当社又は当社への開発・運営委託元が当該第三者から損害賠償請求や使用差止請求等の提訴を受け、これら

に対する対価の支払い等やこれらに起因する当社グループの信用失墜が発生する可能性があります。こうした場

合、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ④ 訴訟などに関するリスクについて

当社グループは法令順守を基本としたコンプライアンスを推進することにより、役員、従業員の法令違反等の

根絶に努めております。しかしながら、当社グループ及び役員、従業員の法令違反の有無にかかわらず、ユー

ザー、取引先、その他第三者との予期せぬトラブル、訴訟等が発生する可能性があります。その内容及び結果、

損害賠償の金額によっては、当社グループの今後の事業展開及び業績並びに社会的信用に影響を及ぼす可能性が

あります。
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(5) その他のリスク

 ① 自然災害・感染症の拡大・事故等について

当社グループの所在地やサービス展開地域において大地震、台風等の自然災害、伝染病や事故・火災等が発生

した場合には、設備の損壊や電力供給の制限等の不測の事態が生じ、開発・運営業務の停止又はサービス業務の

一時停止など事業活動の継続に支障をきたす可能性があります。このような事態が生じた場合には、当社グルー

プの今後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ② 固定資産の減損等について

当社グループは、継続して企業価値を向上させるために、IT関連の設備投資や技術開発投資に加えて、外部企

業の買収や事業譲受等のM&Aも重要な手段の一つして考えております。これらの投資活動については、事前に必要

性や収益性を十分に検証した上で決定しておりますが、想定通りに事業展開できない場合には、固定資産の減損

に係る会計基準に基づき、投資活動により発生したのれん及びその他の固定資産の減損を認識する必要が生じる

などのリスク等が存在しており、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ③ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化

当社は、2025年12月25日開催の第16回定時株主総会にて、第三者割当による第11回新株予約権及び第12回新株

予約権の発行を決議いたしました。第９回新株予約権の未行使分、第11回新株予約権及び第12回新株予約権が権

利行使された場合、当社の株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する

ことになり、将来における株価に影響を及ぼす可能性があります。また、当社の想定以上に株価が下落し、行使

価額を下回り、当該新株予約権が権利行使されない場合、資金調達が出来ず、新規タイトルの開発・運営、開発

要員確保、M&Aと暗号資産の購入と運用が難しくなり、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性が

あります。なお、本書提出日現在における潜在株式数と第11回及び第12回新株予約権の発行による潜在株式数は

合計208,000,000株であり、本書提出日現在の発行済株式総数75,355,233株の276.0％に相当しております。

 
 ④ 資本業務提携先との関係について

2025年９月末現在において、第１位株主であるGファンドは当社株式を36.51％保有しておりますが、第９回新

株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権の全てが行使された場合には、45.75％を保有することになり

ます。Gファンド及びGファンドの主要出資者であるジーエフホールディングス株式会社（以下「ジーエフ社」と

いう。）とは、新たなサービスや機能等を共同して開発することを目的として資本業務提携に関する契約を締結

しており、当社株式を中長期的に保有する方針ですが、将来において保有方針が変更され、提携関係が解消され

た場合には、当社グループの今後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(6) 継続企業の前提に関する重要事象等について

当社グループは、前連結会計年度まで11期連続となる営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失

となり、当連結会計年度においても、営業損失467,294千円、経常損失442,449千円、親会社株主に帰属する当期

純損失434,656千円を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が当連

結会計年度においても存在しております。当社グループは、当該事象または状況を解消するために以下の対応策

を講じております。

 
①　収益構造の改善

ａ．新規タイトル開発及びIPポートフォリオの拡充

持続的成長基盤の確立のため、2025年９月期から2027年９月期末までの３年間において、自社パブリッシ

ングによる大型・中型の国内IPタイトル４本と海外ローカライズタイトル６本の開発及び運営による売上・

収益の回復・拡大を目指してまいります。大型のタイトル開発は、開発開始からリリースまで２年程度の開

発期間を要するため、先行する開発費の負担が期間損益に与える影響が大きいことから、比較的短期間に開

発が可能な中型・小型タイトルをバランスよく開発パイプラインに組み込み、段階的に新規タイトルの開発

及びリリースを行うことで、開発リスクの分散と財務インパクトを抑制してまいります。また、開発した

ゲームから派生するコンテンツの商品化などを、資本業務提携先であるジーエフホールディングス株式会社

との各種連携により推し進め、収益機会の多様化・多層化を図ってまいります。
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ｂ．収益の多様化

他社のゲームタイトルの開発・運営受託とともに、当社グループのゲーム開発・運営における知見とノウ

ハウを活かして、一般事業会社向けのサービス企画・開発受託などにより、事業領域の拡大を図ってまいり

ます。また、今後複数の新たな開発を並行して進めるにあたり、良質かつ魅力的な企画と効率的かつスケ

ジュール通りに制作及び開発を進めるために、社内人材の育成・強化に加えて優秀なプロダクトマネー

ジャーやエンジニア等の専門性の高い人材の採用を強化してまいります。

 

ｃ．技術・人材支援事業の強化

ゲーム開発人材を必要とする企業向けに人材の派遣等を行う技術・人材支援事業については、新規クライ

アントの獲得、既存クライアントからの需要の掘り起し等のセールス強化により人材稼働数の拡大に力を入

れております。引き続き業界動向を見極めつつ、ゲーム業界以外の稼働案件獲得についても注力することに

より、事業拡大を目指してしてまいります。

 
ｄ．経費削減

事業構造の改善の進捗に応じて、売上原価においては、外注費やサーバー費用、プラットフォーム手数料

等の変動費が減少し、販管費においては、人件費を中心として、オフィス移転による賃料の引き下げや減資

による税負担の軽減など固定費の削減を進めてまいりました。引き続き支払報酬や支払手数料、業務委託費

などの経常的な管理系の経費についても細かく削減を図るとともに、全社的なコスト削減活動を継続して進

めてまいります。また、新たな事業展開にかかる費用等についても費用が過度に増大しないよう充分に点

検・精査を行ってまいります。

 

②　財務基盤の安定化

第三者割当による第９回及び第10回新株予約権について、当連結会計年度において第９回新株予約権の一部

と第10回新株予約権が全て行使されたことにより、本新株予約権の発行価額を含め671,882千円の資金を新たに

調達いたしました。また、連結財務諸表の「第５　経理の状況　１ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事

項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、第16回定時株主総会において、第三者割当による第11回新株予約権及

び第12回新株予約権の発行について付議し、承認可決されました。これにより第11回新株予約権及び第12回新

株予約権が権利行使された場合には、11,100,799千円の資金調達が可能となります。今後も引き続き、事業資

金の確保による財務基盤の安定化を図ってまいります。

 
４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１) 業績等の概要

① 業績

当連結会計年度における我が国経済の景気は、緩やかに回復しており、各種政策の効果もあって、雇用・所得環

境の改善傾向が続くことが期待される一方、物価上昇の継続による個人消費に及ぼす影響や、米国の通商政策の影

響による景気の下振れリスクが高まっていることから、日本経済の先行きは依然として不透明な状況が続いてお

り、国内経済へ与える影響には引き続き十分注意を払う必要があります。

当社グループの事業領域であるモバイルゲーム市場の国内市場規模（2024年）は、前年比0.2%減の1兆7,290億円

と若干の減少が見られるものの、継続して安定した市場規模を維持しております（出典：株式会社角川アスキー総

合研究所「ファミ通ゲーム白書2025」）。

このような市場環境のもと、当社グループは、『笑顔あふれるセカイを増やす』というパーパス（存在意義）を

掲げて、ゲームというエンターテインメントを通じて、当社を取り巻く人々の「笑顔」につながる新しい価値を創

造・提供していくことを目指し、スマートフォン向けアプリを中心としたオンラインゲームの企画・開発・運営を

行うゲーム事業、主に法人顧客向けにクライアントが提供しているサービスの開発・運営を行うサービス開発事

業、ゲーム会社向けに人材サービス等を提供する技術・人材支援事業を展開しております。

ゲーム事業では、持続的成長基盤を確立するため、自社パブリッシングタイトルの拡充を進めております。新規

ゲームタイトルの開発につきましては、当連結会計年度において大型の国内IPタイトル１本のゲーム化権を取得

し、来年のリリースに向けて開発に着手するとともに、中国アリババグループ傘下のLingxi Gamesが開発し、アジ

ア地域で配信中のゲームタイトル『忘却前夜』の国内ローカライズ版の開発を進め、2025年８月にリリースいたし

ました。この他、前連結会計年度から開発を進めていた『Everybody Shogi（えぶりばでぃ将棋）』（米国アップル

社の定額制ゲーム配信サービス「Apple Arcade」向けの完全オリジナルタイトル）を2025年８月にリリースいたし
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ました。ゲーム運営につきましては、『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- 』において、各種イベント

等の施策により高い売上水準を維持するとともに、当連結会計年度において『プリンセス＆ナイト』の運営を新規

に受託いたしました。この結果、当連結会計年度末では運営タイトルは４本（自社パブリッシング３、運営受託

１）となり、開発中タイトルは１本となりました。

受託開発につきましては、前連結会計年度末からの継続案件３件のほか、新たに３件の開発を受託いたしまし

た。このうち開発完了２件、開発中止１件となりましたので、当連結会計年度末における開発中案件は３件（ゲー

ム系３件）となりました。

ゲーム開発人材を中心とする技術・人材支援につきましては、引き続き主要取引先であるゲーム会社の開発プロ

ジェクトの見直しや運営中止等の影響を受けて人材稼働数の減少が続いておりましたが、当連結会計年度におい

て、業務委託費や子会社の組織の最適化等の施策の効果もあり、直近では若干の回復傾向がありました。ゲーム業

界の動向を踏まえ、ゲーム業界での営業活動だけではなく、ゲーム業界以外のクライアント獲得も進めてまいりま

す。

その他、ジーエフホールディングス株式会社（以下「ジーエフ社」といいます。）グループと連携して各種グッ

ズの製造・販売・ECまで展開を目指す「推し活・ファンダム事業」についても進めており、拡大する「推し活」市

場への進出を狙いとして、俳優小説アプリ『KISSMILLe（キスミル）』に係る共同事業を開始し、2024年11月以降、

若手俳優をキャストした３本の当社オリジナルコンテンツをリリースいたしました。しかしながら、ユーザーの獲

得が思うように進まないことを踏まえて、IPの魅力を引き出すコンテンツになるようにビジネススキームの見直し

を進め、当連結会計年度において、小説／コミックス累計発行部数300万部超の人気原作『戦国小町苦労譚』のフル

ボイス・ヴィジュアルノベルアプリ『戦国小町苦労譚 語絵巻 - カタリエマキ -』の開発を開始いたしました。

なお、2027年９月期までの３年間の開発パイプラインとして計画していた、大型・中型の国内IPタイトル４本と

海外ローカライズタイトル６本の計10本の進捗状況は次のとおりです。

大型国内IP１本は当連結会計年度中に開発を開始し、中型国内IPタイトルは、当初計画にはなかった『戦国小町

苦労譚 語絵巻 - カタリエマキ -』が、ヴィジュアルノベルアプリのプラットフォーム化を目指して開発投資を増

加させたことから、中型国内IPとしてカウントすることといたしました。海外ローカライズタイトルにつきまして

は、当連結会計年度中に２本の開発・リリースを計画しておりましたが、『忘却前夜』のローカライズ費用が計画

を大きく上回ったことをふまえ、開発・リリースタイトルを『忘却前夜』の１本に変更しました。

この結果、当連結会計年度において、国内IPタイトル２本、海外ローカライズタイトル１本の開発を開始し、海

外ローカライズタイトル１本をリリースいたしました。国内・海外IPの獲得に際しては、当初の見込よりも獲得コ

ストが増加するなど、IPの獲得並びに選別に時間を要しておりますが、持続的成長基盤確立に向け、有力なIPを獲

得し、運営タイトルを確実に積み上げていくことにより、収益構造の改善を目指してまいります。

収入面では、主力運営タイトルのユーザー課金額の減少により、ゲーム事業収入が前年同期比で287,209千円の減

少、自社パブリッシングタイトル開発の拡充のために受託案件規模を縮小したことに伴い、サービス開発事業収入

が前年同期比33,637千円の減少及び技術・人材支援事業収入は前年同期比で297,898千円の減少となり、事業全体で

は前年同期比で618,744千円の減収となりました。

費用面では、主力運営タイトルのユーザー課金額の減少によるプラットフォーム支払手数料の減少やサーバー費

用を中心とする賃借料の減少、外注加工費の減少により売上原価は前年同期比で577,847千円減少いたしました。新

規タイトルのリリースに伴い広告宣伝費が増加した一方で、業務委託費や子会社の組織最適化に伴う人件費削減に

より、販売費及び一般管理費は前年同期比で26,374千円減少いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は2,897,753千円（前年比17.6%減）、営業損失は467,294千円（前期

は452,772千円の営業損失）、経常損失は442,449千円（前期は416,200千円の経常損失）、親会社株主に帰属する当

期純損失は434,656千円（前期は452,268千円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

なお、当社グループはエンターテインメント＆ソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメントご

との記載はしておりません。

また、前払金については、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度より独立

掲記することといたしました。前期比較については、当該表示方法の変更を反映した組替え後の前期の数値を用い

て比較しております。

当連結会計年度の財政状態の概要は次のとおりであります。

（資産）

当連結会計年度における総資産は1,746,749千円となり、前連結会年度末に比べ205,096千円増加いたしました。

流動資産は1,622,860千円（前連結会計年度末比200,618千円の増加）となりました。これは主に現金及び預金の増

加97,374千円及び前払金の増加147,089千円があったことによるものです。
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固定資産は123,889千円（前連結会計年度末比4,478千円の増加）となりました。これは主に差入保証金の減少

2,112千円があった一方で、投資その他の資産のその他の増加7,699千円があったことによるものであります。

 
（負債）

当連結会計年度末における負債は733,507千円となり、前連結会計年度末に比べ30,261千円減少いたしました。流

動負債は732,341千円（前連結会計年度末比27,220千円の減少）となりました。これは主に未払金の増加34,283千円

及び前受金の増加8,577千円があった一方で、買掛金の減少23,053千円及び流動負債のその他の減少56,040千円が

あったことによるものであります。固定負債は1,165千円（前連結会計年度末比3,040千円の減少）となりました。

これは繰延税金負債が3,040千円減少したことによるものであります。

 
（純資産）

当連結会計年度末における純資産は1,013,242千円となり、前連結会計年度末に比べ235,358千円増加いたしまし

た。これは主に、新株予約権の行使による資本金の増加335,941千円、資本剰余金の増加335,941千円、減資による

資本金の減少219,182千円、資本剰余金の増加219,182千円、欠損填補による資本剰余金の減少417,321千円、利益剰

余金の増加417,321千円、親会社株主に帰属する当期純損失の計上434,656千円によるものであります。

 
② キャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べて

97,374千円増加し、863,507千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は573,010千円（前連結会計年度は410,771千円の使用）

となりました。主な増加要因は、未払金の増加39,876千円及び資金調達費用14,224千円の計上があったことであ

り、主な減少要因は税金等調整前当期純損失442,449千円の計上、前払金の増加147,089千円及び未払消費税等の減

少55,127千円があったことによるものであります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、投資活動の結果得られた資金は19,087千円（前連結会計年度は62,969千円の獲得）と

なりました。主な増加要因は敷金及び保証金の回収による収入21,244千円があったことであり、主な減少要因は有

形固定資産の取得による支出2,337千円があったことによるものであります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、財務活動の結果獲得した資金は651,297千円（前連結会計年度は266,580千円の獲得）

となりました。主な増加要因は新株予約権の行使による株式の発行による収入671,878千円があったことであり、主

な減少要因は資金調達費用の支払額18,657千円があったことによるものであります。

 
③ 生産、受注及び販売の状況

 (a) 生産実績

当社グループは生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

 (b) 受注状況

当社グループは受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

 (c) 販売実績

当社グループはエンターテインメント＆ソリュ－ション事業の単一セグメントであり、当連結会計年度の販売実

績は次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

前年同期比(％)

エンターテインメント＆ソリュー
ション事業(千円)

2,897,753 △17.6

合計(千円) 2,897,753 △17.6
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(注) 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

Apple Inc. 638,836 18.2 693,266 23.9

Google Inc. 442,894 12.6 396,768 13.7
 

 
(２) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来生じる実際の結

果とは異なる可能性がありますので、ご留意ください。

 
① 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお

ります。なお、この連結財務諸表の作成には、資産・負債及び収益・費用に影響を与える見積りを必要とする箇所

がございます。これらの見積りにつきましては、経営者が過去の実績や取引状況を勘案し、会計基準の範囲内でか

つ合理的に判断しておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果と異なる可能性があることにご留意

ください。

当社グループの連結財務諸表作成にあたって採用している重要な会計方針及び見積りは、「第５　経理の状況　

１ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとお

りであります。

 
② 財政状態の分析

（資産）

当連結会計年度末の総資産は1,746,749千円(前連結会計年度末比205,096千円増）となりました。

流動資産は1,622,860千円（前連結会計年度末比200,618千円増）となりました。主な増加要因は「現金及び預

金」が97,374千円及び「前払金」が147,089千円増加したことによるものであります。

固定資産は123,889千円（前連結会計年度末比4,478千円増）となりました。主な増加要因は「投資その他の資産

のその他」が7,699千円増加したことによるものであります。

 
（負債）

当連結会計年度末における負債合計は733,507千円（前連結会計年度末比30,261千円減）となりました。

流動負債は732,341千円（前連結会計年度末比27,220千円減）となりました。主な減少要因は「買掛金」が

23,053千円及び「流動負債のその他」が56,040千円減少したことによるものであります。

固定負債は1,165千円（前連結会計年度末比3,040千円減）となりました。減少要因は「繰延税金負債」が3,040

千円減少したことによるものであります。

 
（純資産）

当連結会計年度末における純資産合計は1,013,242千円（前連結会計年度末比235,358千円増）となりました。こ

れは主に、新株予約権の行使による「資本金」の増加335,941千円、「資本剰余金」の増加335,941千円、減資によ

る「資本金」の減少219,182千円、「資本剰余金」の増加219,182千円、欠損填補による「資本剰余金」の減少

417,321千円、「利益剰余金」の増加417,321千円、「親会社株主に帰属する当期純損失」の計上434,656千円によ

るものであります。

企業の安定性を示す自己資本比率は、当連結会計年度末は57.8%であります。

 
③ 経営成績の分析

（売上高）

当連結会計年度の売上高は、2,897,753千円（前連結会計年度3,516,498千円）となりました。売上高の分析につ

きましては、「第２ 事業の状況 ４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)

業績等の概況 ① 業績」をご参照ください。
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（売上原価及び売上総利益）

当連結会計年度の売上原価は、2,723,711千円（前連結会計年度3,301,559千円）となりました。主な減少要因

は、運営タイトル収入の減少に伴うプラットフォーム手数料等の「支払手数料」及び外注加工費の減少によるもの

であります。この結果、売上総利益は174,041千円となりました。

 
（販売費及び一般管理費）

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は641,336千円（前連結会計年度667,711千円）となりました。主な減少

要因は、人件費及び業務委託費の減少によるものであります。

 
（営業外損益及び経常損失）

当連結会計年度の営業外収益は43,929千円（前連結会計年度74,903千円）となりました。主な内容は、協業パー

トナーからの共同運営タイトルに対する「広告協力金収入」39,146千円であります。当連結会計年度の営業外費用

は19,084千円（前連結会計年度38,331千円）となりました。主な内容は、「資金調達費用」14,224千円でありま

す。この結果、当連結会計年度の経常損失は442,449千円（前連結会計年度416,200千円）となりました。

 
（特別損益及び親会社株主に帰属する当期純損失）

当連結会計年度の特別損益は発生しておりません。この結果、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純損

失は434,656千円（前連結会計年度452,268千円）となりました。

 
④ キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの分析につきましては「第２ 事業の状況 ４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析 (1) 業績等の概況 ②キャッシュ・フローの概況」をご参照ください。

 
⑤ 経営成績に重要な影響を与える要因

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク」に記載のとおり

であります。

 
⑥ 経営者の問題認識と今後の方針

経営者の問題意識と今後の方針につきましては、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課

題等」に記載のとおりであります。

 

５ 【重要な契約等】

（第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権の発行並びに買取契約の締結、

定款の一部変更）

当社は、2025年11月20日開催の当社取締役会において、EVO FUND（以下「EVO FUND」といいます。）を割当予定先

とする第三者割当による株式会社オルトプラス第11回新株予約権（以下「第11回新株予約権」といいます。）並びにG

Future Fund１号投資事業有限責任組合（以下「Gファンド」といいます。）、石井武氏（以下「石井氏」といいま

す。）及び岡﨑太輔氏（以下「岡﨑氏」といい、EVO FUND、Gファンド、石井氏及び岡﨑氏とあわせて個別に又は総称

して「割当予定先」といいます。）を割当予定先とする第三者割当による株式会社オルトプラス第12回新株予約権

（以下「第12回新株予約権」といい、第11回新株予約権とあわせて個別に又は総称して「本新株予約権」といいま

す。）の発行並びに本新株予約権の買取契約又は総数引受契約（以下、各割当予定先との買取契約又は総数引受契約

を個別に又は総称して「本買取契約」といいます。）を各割当予定先との間でそれぞれ締結することを決議しまし

た。なお、本件は、2025年12月25日開催の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、本

資金調達による大規模な希薄化等の議案が承認されることを条件としておりましたが、本定時株主総会で承認可決さ

れました。

詳細は、「第５　経理の状況　１ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとお

りであります。

 
（第三者割当による第９回及び第10回新株予約権の発行及び買取契約の締結、定款の一部変更並びに第７回新株予約

権の取得及び消却）
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当社は、2024年11月21日開催の当社取締役会において、G Future Fund１号投資事業有限責任組合（以下「Gファン

ド」といいます。）を割当予定先とする第三者割当による株式会社オルトプラス第９回新株予約権（以下「第９回新

株予約権」といいます。）及びEVO FUND（以下「EVO FUND」といい、Gファンドとあわせて個別に又は総称して「割当

予定先」といいます。）を割当予定先とする第三者割当による株式会社オルトプラス第10回新株予約権（以下「第10

回新株予約権」といい、第９回新株予約権とあわせて個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）の発行並

びに本新株予約権の買取契約を割当予定先との間で締結することを決議いたしました。

また、あわせて当社が2022年11月28日に第三者割当により発行した株式会社オルトプラス第７回新株予約権の取得

及び消却を実施いたしました。

なお、本件は、2024年12月26日開催の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、本資

金調達による大規模な希薄化、支配株主の異動及び有利発行（本新株予約権の払込金額がこれを引き受ける者に特に

有利な金額であることをいいます。）並びに当社定款の変更（発行可能株式総数の増加）が承認されること、当社と

その子会社の財務状況、売上状況、業務の状況、経営状況につき、重大な悪化と見做されうる変化がなく、また、か

かる変化が生じるおそれもないこと等を条件としており、かかる条件のいずれかが成就されない場合には、割当予定

先がその裁量により当該条件を放棄して払込みを行うことに同意しない限り、実施されませんが、本定時株主総会で

承認可決されました。

 
（資本業務提携契約の締結）

当社は、2025年11月20日開催の当社取締役会において、株式会社オカザキホールディングス（以下「オカザキホー

ルディングス」といいます。）と資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基

づく資本業務提携を以下「本資本業務提携」といいます。）を締結し、オカザキホールディングスの株主であり代表

取締役でもある岡﨑太輔氏が保有する株式の一部を譲り受けること及び同社が実施する第三者割当増資（以下「本第

三者割当増資」といいます。）を引き受ける方法により同社株式を取得することで合意いたしました。なお、株式譲

受及び本第三者割当増資引受けによって、オカザキホールディングスは当社の持分法適用関連会社となる予定です。

詳細は、「第５　経理の状況　１ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のと

おりであります。

 
（企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意に関する契約）

当社は、当社の株主であるG Future Fund１号投資事業有限責任組合（以下「Gファンド」）及び親会社であるジー

エフホールディングス株式会社（以下「ジーエフ社」）との間で、当社株式の譲渡について当社の事前承諾を要する

旨の合意を含む資本業務提携変更契約（以下「本変更契約」）を締結しております。当該契約に関する内容等は、以

下のとおりであります。

 
(1) 契約の概要

契約締結日 相手先の名称 相手先の住所 合意の内容

2024年９月11日
・Gファンド
・ジーエフ社

東京都港区高輪三丁目12
番８号

・ジーエフ社との業務提携強化の目的
のために、必要な資金の調達として、
当社が第三者割当増資を実施し、Gファ
ンドがその全てを引き受ける資本提携
・Gファンドによる当社株式の譲渡その
他処分について、当社の事前の承諾が
必要である旨

 

(2) 合意の目的

2023年12月25日締結のジーエフ社との資本業務提携の強化を目的として、業務提携による事業化を進めるために、

早期に資金を調達することが必要と判断して、本変更契約を締結しました。

 
(3) 取締役会における検討状況その他の当社における合意に係る意思決定に至る過程

当社は、2024年９月11日開催の取締役会において、慎重に協議を重ねて、全会一致で承認に至っております。

 
６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における当社グループの設備投資等の総額は1,271千円で、その主な内容は本社及び連結子会社の備

品の取得であります。

 

２ 【主要な設備の状況】

当社グループは、報告セグメントを単一のセグメントとしておりますので、セグメント情報に関連付けた記載を

行っておりません。

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社

2025年９月30日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)

建物
工具、器具
及び備品

その他 合計

本社
(東京都豊島区)

本社事務所 － － － － 124(0)
 

(注) １．本社事務所は賃借物件であります。

２．全額減損損失を計上しているため、期末帳簿価額はありません。

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の

平均人員を(　)外数で記載しております。

 

(2) 国内子会社

2025年９月30日現在

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)

建物
工具、器具
及び備品

その他 合計

株式会社オルト
プラス高知

本社(高知県高
知市)

本社事務所 191 313 － 505 31(1)

 

(注) １．本社事務所は賃借物件であります。

　　 ２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の

平均人員を(　)外数で記載しております。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 86,000,000

計 86,000,000
 

(注) 2025年12月25日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より

215,420,932株増加し、301,420,932株となっております。

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年12月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 59,402,033 75,355,233
東京証券取引所
(スタンダード市場)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら制限のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。なお、１単元の株式数
は、100株であります。

計 59,402,033 75,355,233 － －
 

(注)　提出日現在発行数には、2025年12月１日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　なお、第10回新株予約権につきましては、2025年３月６日をもって全ての行使が完了しております。

 
第９回新株予約権

決議年月日 2024年12月27日

新株予約権の数（個）※ 239,532［80,000］（新株予約権１個につき普通株式100株）

新株予約権のうち自己新株予約権の

数（個）※
－

新株予約権の目的となる株式の種

類、内容及び数（株）
普通株式　23,953,200［8,000,000］

新株予約権の行使時の払込金額

（円）※
１株あたり15

新株予約権の行使期間
2024年12月30日（当日を含みます。）から2027年12月29日（当日を含みま

す。）までとします。
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その他

本新株予約権の発行は、①本定時株主総会において、有利発行による本新

株予約権の発行並びにこれに伴う大規模な希薄化及び支配株主の異動に関

する議案が承認（特別決議）されること、②本定時株主総会において、当

社定款の変更（発行可能株式総数の増加）に関する議案が承認（特別決

議）されること、並びに③金融商品取引法による届出の効力が発生するこ

とを条件とし、また、これらの条件を満たす場合、当社は、Gファンドと

の間で、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会によ

る承認を要することを規定する本買取契約を締結します。
 

※　当事業年度の末日（2025年９月30日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月

末現在（2025年11月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内

に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１　新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。

(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は23,953,200株（本新株予約権１個当たり100株（以下「割当株式数」

という。））とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整す

るものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係

る割当株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。

　　　 　調整後割当株式数＝調整前割当株式数×分割・併合の比率

その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で

割当株式数を適宜調整するものとする。

（注）２　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額（以下に定義する。）に割当株式

数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付（当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普

通株式を処分することをいう。以下同じ。）する場合における株式１株当たりの出資される財産の価額（以下「行使価額」

という。）は、15円とする。

（注）３　行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整

式」という。）をもって行使価額を調整する。

 
 調整後

 行使価額
＝

 調整前

 行使価額
×

既発行
 普通株式数

＋
交付普通株式数×１株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定め

るところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（但し、当社の

発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使による

場合及び当社の株式報酬制度に基づき報酬として交付する場合を除く。）、調整後行使価額は、払込期日

（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以

降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準

日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があると
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きはその翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がな

いとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをするときは当該割当の効力発生日の翌日以

降、それぞれこれを適用する。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株

式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価

を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若し

くは権利（第10回新株予約権を除く。）を発行する場合（無償割当ての場合を含むが、当社のストックオプション制度

に基づき新株予約権を発行する場合を除く。）、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若

しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当

社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は

新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。但し、その権

利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に

際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証

券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている

取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点

の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するもの

とし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得

と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、

取得日の翌日以降これを適用する。

④　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当

該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めに

かかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準

日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者（以下

「本新株予約権者」という。）に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 
（調整前行使価額－調整後行使価額）×

調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数

 

株式数 ＝
 

調整後行使価額  
 

   この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる限りは、行使価額

の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行

使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

① １円未満の端数を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日（但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日）に先立

つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付で終値のな

い日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整
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後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当

社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株

式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を

行う。

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又

は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする

とき。

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用

すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)　本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前

行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知

する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以

降速やかにこれを行う。

（注）４　その他の本新株予約権の行使の条件

　　　　　各本新株予約権の一部行使はできない。

（注）５　新株予約権の取得事由

当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権者に対し、会社法第273条及

び第274条の規定に従って当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）の２週間前ま

でに通知を行うことにより、本新株予約権１個当たり払込金額と同額（本項に定めるところにより取得する本新株予約権

の個数を乗じて１円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全

部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行

うものとする。

（注）６　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数が

生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

た額を増加する資本準備金の額とする。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年１月31日
(注)１

－
普通株式
17,405,198

△2,755,788 1,000,000 △2,689,173 1,055,614

2022年１月31日
(注)２

－
普通株式
17,405,198

△990,000 10,000 － 1,055,614

2022年10月１日～
2023年９月30日
(注)３

普通株式
2,030,335

普通株式
19,435,533

200,000 210,000 200,000 1,255,614

2022年10月１日～
2023年９月30日
(注)４

普通株式
200,000

普通株式
19,635,533

19,720 229,720 19,720 1,275,334

2023年10月１日～
2024年１月31日
（注）４

普通株式
1,115,000

普通株式
20,750,533

81,198 310,918 81,198 1,356,533

2024年１月31日
（注）５

－
普通株式
20,750,533

△300,918 10,000 △1,346,533 10,000

2024年２月19日
（注）４

普通株式
100,000

普通株式
20,850,533

7,970 17,970 7,970 17,970

2024年９月26日
（注）６

普通株式
843,000

普通株式
21,693,533

49,737 67,707 49,737 67,707

2024年10月１日～
2025年２月28日
（注）４

普通株式
15,378,500

普通株式
37,072,033

161,475 229,182 161,475 229,182

2025年２月28日
（注）７

－
普通株式
37,072,033

△219,182 10,000 △219,182 10,000

2025年３月１日～
2025年９月30日
（注）４

普通株式
22,330,000

普通株式
59,402,033

174,466 184,466 174,466 184,466

 

(注) １．2020年12月18日開催の第11回定時株主総会決議に基づく無償減資による減少であります。（減資割合

73.4％）

２．2021年12月23日開催の第12回定時株主総会決議に基づく無償減資による減少であります。（減資割合

99.0％）

３．転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。

４．新株予約権の行使による増加であります。

５．2023年12月21日開催の第14回定時株主総会の決議に基づく無償減資による減少であります。（減資割合

96.8％）

６．有償第三者割当　発行価額118円　資本組入額59円　割当先　G Future Fund１号投資事業有限責任組合

７．2024年12月26日開催の第15回定時株主総会決議に基づく無償減資による減少であります。（減資割合

95.6％）

８．2025年10月１日から2025年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が15,953,200株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ119,649千円増加しております。
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(5) 【所有者別状況】

2025年９月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) － 2 24 50 19 58 14,644 14,797 －

所有株式数
(単元)

－ 1,381 48,974 20,624 15,816 1,356 505,738 593,889 13,133

所有株式数
の割合(％)

－ 0.23 8.25 3.47 2.66 0.23 85.16 100.00 －
 

(注) 自己株式9,227株は、「個人その他」に92単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。

 
(6) 【大株主の状況】

2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

G Future Fund１号投資事業有限
責任組合

東京都千代田区丸の内２丁目２番１号 21,686 36.51

石井　武 東京都世田谷区 1,810 3.05

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 1,547 2.60

ＮＨＮテコラス株式会社 東京都港区西新橋３丁目１番８号 1,111 1.87

佐藤　敬 埼玉県戸田市 1,110 1.87

GMOクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 843 1.42

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目13番１号 758 1.28

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM
CGM CLIENT ACCTS M ILM FE
 （常任代理人　株式会社三菱
UFJ銀行）

2 KING EDWARD STREET,LONDON ECIA IHQ
UNITED KINGDOM
 （東京都千代田区丸の内１丁目４番５号）

516 0.87

XPEC Entertainment Inc.
（常任代理人 みずほ証券株式会
社）

7F.,NO.225,SEC3,BEIXIN RD.,XINDIAN
DIST.,NEW TAIPEI CITY 23143,TAIWAN
（R.O.C.）
（東京都千代田区大手町１丁目５番１号）

510 0.86

原　征弘 東京都品川区 505 0.85

計 ― 30,398 51.18
 

(注)１．当事業年度における主要株主の異動は以下のとおりであります。なお、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、主要株主の異動に関する臨時報告書

を提出しております。

異動のあった主要株

主の氏名又は名称
異動年月日

所有議決権の数（個）

（所有株式数（株））

総株主の議決権に対

する割合（％）

EVO FUND 2025年２月27日

異動前
－個

（－株）
－

異動後
39,033個

（3,903,300株）
10.53

EVO FUND 2025年３月５日

異動前
39,033個

（3,903,300株）
10.53

異動後
27,719個

（2,771,900株）
7.28
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G Future Fund１号投
資事業有限責任組合

2025年９月17日

異動前
16,860個

（1,686,000株）
4.28

異動後
216,860個

（21,686,000株）
36.52

 

 
　　２．2025年３月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エボ　ファンド（Evo

Fund）が2025年３月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年９月

30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めていません。な

お、その大量保有報告書の変更報告書内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株式等の数
（千株）

株券等保有割合
（％）

エボ　ファンド
（Evo Fund）

ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、
カマナ・ベイ、ワン・ネクサス・ウェイ、イン
タートラスト・コーポレート・サービシズ（ケ
イマン）リミテッド方

1,686 4.28
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 9,200

 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 59,379,700
 

593,797
「１(1)②発行済株式」の「内
容」の記載を参照

単元未満株式 普通株式 13,133
 

－ －

発行済株式総数 59,402,033 － －

総株主の議決権 － 593,797 －
 

 

② 【自己株式等】

2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社オルトプラス

東京都豊島区東池袋三丁
目１番１号

9,200 － 9,200 0.02

計 － 9,200 － 9,200 0.02
 

 

２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 普通株式
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　該当事項はありません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

－ － － －

その他(　　―　　) － － － －
     

保有自己株式数 9,227 ― 9,227 ―
 

(注)当期間における保有自己株式数には、2025年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

 
３ 【配当政策】

当社グループは、株主に対する利益還元と同時に、財務基盤を強固にするとともに競争力を確保し、積極的に事業

拡大を図っていくことが重要な経営課題であると認識しており、毎期の業績に応じて適切な利益還元を行っていくこ

とを基本方針としております。この基本方針に従って、配当につきましては連結配当性向20％を目途としております

が、当期の剰余金の配当につきましては、当期純損失を計上することから無配とさせて頂きました。

次期(2025年９月期)以降の配当につきましては、現時点では具体的な配当実施方法及びその実施時期などの詳細は

決定しておりませんが、上記方針に従って、内部留保の充実を図りつつ、安定的に収益を獲得できる事業体制を構築

することにより、復配を目指してまいります。なお、当社は剰余金を配当する場合には、期末配当の年１回を基本的

な方針としておりますが、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社グループは、当社サービスの利用者を含めた全てのステークホルダーの利益を重視し、長期的、継続的に

企業価値を最大化させるために、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題であると認識しておりま

す。当該認識のもと、当社の取締役、監査等委員、従業員は、それぞれの役割を理解し、法令、社会規範、倫理

などについて継続的に意識の向上を図るとともに、企業規模の拡大に合わせて、適正な経営組織体制を整備運用

してまいります。

 
②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員に取締役会における議決権を付与することでその管理・監督

機能を強化し、当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と企業価値の向上が期待できる体制

であると考えております。

また、当社は、執行役員制度を採用しており、取締役会で決定された業務執行は代表取締役の指揮命令のもと

各部門担当執行役員が責任と権限を委譲され、各々の担当業務を遂行しております。

本書提出日現在における、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下の通りであります。
 

 
ａ．取締役及び取締役会

取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）３名、監査等委員である取締役３名（全員が独立

社外取締役）の６名で構成されております。取締役会は原則として、毎月１回開催するほか、必要に応じて

臨時取締役会を開催しており、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督、その他

法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。

なお、取締役会の議長は代表取締役である石井武が務めており、その他の構成員は「第４　提出会社の状

況　４ コーポレート・ガバナンスの概況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。
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ｂ．監査等委員及び監査等委員会

監査等委員会は、独立社外取締役３名で構成されており、原則として、毎月１回の監査等委員会を開催

し、当社の経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行うとともに、取締役会に出

席し、取締役の職務執行に対して厳正な監視を行っております。また、会計監査人及び内部監査担当部署と

も緊密な連携を保つために、定期的な情報・意見交換を実施し、監査の有効性及び効率性を高めておりま

す。

なお、監査等委員会の委員長は、社外取締役（監査等委員）である入江秀明が務めており、その他の構成

員は「第４　提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンスの概況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりで

あります。

 
ｃ．経営会議

当社では、代表取締役の諮問機関として経営会議を設置しております。経営会議は原則として、毎週開催

するほか、必要に応じて臨時経営会議を開催しており、各部門から業務執行状況と事業実績が報告され、予

実分析と計画策定について討議が行われております。これにより代表取締役をはじめとした経営陣が、適時

に事業状況を把握し、今後の事業展開について迅速な検討・議論が実現されております。

なお、経営会議の議長は、代表取締役である石井武が務めており、その他の構成員は、取締役本間稔彦、

取締役石原優、執行役員２名及び人事総務部長で構成されておりますが、社外取締役（監査等委員）が適宜

オブザーバーとして参加しており、業務執行の充実を図っております。（本書提出日現在）

 
ｄ．指名・報酬委員会

当社では、取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性、透明性、独立性並びに説明責任を強化し、コー

ポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置

しております。指名・報酬委員会は取締役３名以上とし、その過半数は社外取締役にて構成されることと

なっております。

なお、指名・報酬委員会の委員長は、代表取締役である石井武が務めており、その他の構成員は、独立社

外取締役（監査等委員）である入江秀明、遠藤元一であります。（本書提出日現在）

 
ｅ．各種委員会

当社では、経営上の重要な課題について、社内に以下の委員会を設置し、委員会ごとに各課題の検討・決

定・推進を行い、定期的に取締役会及び経営会議に提言・報告しております。

・サステナビリティ・BCM委員会（サステナビリティ・BCPの戦略・方針策定、目標管理、リスク管理）

・情報セキュリティ委員会（情報セキュリティ管理体制の運営）

・衛生委員会（労働災害の未然防止と健康・衛生の確保）

 
③　企業統治に関するその他の事項

1.　内部統制システム及びリスクマネジメント体制の整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本

方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。

ａ．当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（コーポレート・ガバナンス）

(ア)取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程にしたがい、担

当職務を執行する。

(イ)監査等委員は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に則り、取締役の職務執行の適

正性を監査等する。

(ウ)取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規則」その他の社内規程等

にしたがい、重要事項を決定するとともに、当社及び子会社の取締役の職務の執行を監督する。

（コンプライアンス）

(ア)当社並びに子会社の取締役及び従業員の法令等遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、社内研修等必

要な諸活動を推進し、管理する。
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(イ)当社及び子会社の各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署ととも

に法令等遵守体制の整備及び推進に努める。

(ウ)当社及び子会社の取締役及び従業員は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の

発展を妨げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応し、反社会的勢力とは取引関係そ

の他一切の関係を持たない体制を整備する。

(エ)反社会的勢力に対しては、通達等において主管部署及び情報収集、管理、報告方法等を定めるほか、外

部専門機関との連携による情報収集や社内研修の実施を通して、事案の発生時に速やかに対処できる体

制を構築する。

（財務報告の適正性確保のための体制の整備）

(ア)金融商品取引法及び関係法令等が定める評価・監査の基準並びに実施基準に沿った適正な会計処理を確

保し、当社及び子会社の財務報告の信頼性を向上させるために、代表取締役の指示の下、当社及び子会

社の内部統制の整備及び運用の体制を構築する。

(イ)取締役及び監査等委員は、当社及び子会社の財務報告とその内部統制に関し、適切に監督監視する責任

を理解し、実行する。

(ウ)商取引管理及び経理に関する社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図

る。

(エ)財務報告に係る内部統制上重点的な対応が必要となる業務を、リスク評価を実施の上、文書化し、その

運用を監査する。

（内部監査）

代表取締役直轄の経営企画室が、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の業務全般に関し、法令、定

款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。

 
ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（情報管理体制の整備）

(ア)「機密管理規程」に基づき、機密の管理並びに保全に努め、企業機密漏洩の防止及び企業機密の適正な

活用を図る。

(イ)取締役会の記録及びその他稟議書等、取締役の職務執行に係る重要な情報を、法令及び社内規程等の定

めるところにより保存し、管理する。

(ウ)前各号に定める以外の情報を、法令並びに「情報セキュリティ方針」及び個人情報の管理に関する諸規

程その他の社内規程等の定めるところにより保存し、管理する。

（教育体制の整備）

情報セキュリティの重要性を認識し、高い意識を保持できるよう、必要な教育、研修を社内において実施す

る。

 
ｃ．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（管理部署）

経営企画室は、当社及び子会社のリスクを認識し検討するとともに、想定されるリスク全般を管理し、取締

役会に報告する。

（対応体制の整備）

(ア)取締役は、当社及び子会社において認識され又は外部からの情報により得られた事業運営上の重要なリ

スク並びに内部統制に係る重要な欠陥等の情報に関しては、取締役会等を通じ、監査等委員及びその他

の関係者に対し、適切に伝達・共有するとともに、対応方針を取締役会において決定し、当社及び子会

社の各部門の責任者にこれを実行させることで、当該リスクに起因する被害の発生を未然に防止又は抑

制する。

(イ)重大な被害が発生し、又は発生する恐れが生じた場合は、代表取締役を本部長をとする対策本部を設

け、当該事態の早期収拾に努めるとともに、原因究明のうえ、同種の被害等の再発を防止する。
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ｄ．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

（職務権限・責任及び分掌の明確化）

(ア)決裁項目ごとの決裁方法、決裁機関又は決裁者を定めた「職務権限規程」を制定する。

(イ)職務の執行が効率的に行われるように、前項の「職務権限規程」と共に「業務分掌規程」を定め職務執

行を明確にする。

（意思決定の迅速化）

取締役会は、定例だけでなく、必要に応じて開催することにより、重要事項の意思決定及び職務執行の監督

を迅速かつ機動的に行う。

（報告体制の整備）

(ア)取締役は、取締役会等を通じ、取締役に対し積極的に課題等の共有及び報告を行う。

(イ)事業計画を定め、達成すべき目標を明確にし、定期的（月次、四半期、半期、年間）に進捗を確認し、

必要な対策や見直しを行う。

（子会社の取締役の職務権限等の整備）

子会社の取締役の職務権限及び担当職務等については、子会社各社において「職務権限規程」等の規程を制

定し、職務執行を明確にする。

 
ｅ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びに当社及び子会社から成る企業

集団における業務の適正を確保するための体制

(ア)子会社の業務執行について、「関係会社管理規程」に基づき、取締役会等において定期的な報告を受け

適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導・支援・モニタリングを行う。

(イ)子会社の業務執行の有効性と効率性、財務報告の信頼性の確保及び関係法令等の遵守の為、当社及び子

会社の内部統制の充実を図るとともに、定期的に評価を行い、維持及び改善等を行う。

 
ｆ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並び

に当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性及び当該使用人に対する監査等委員

会の指示の実効性に関する事項

(ア)監査等委員会は、取締役会に対して、監査等委員会の業務補助を行う使用人を置くことを要求すること

ができるものとし、その人事については、取締役と監査等委員が協議し合意のうえ決定する。

(イ)監査等委員会は、当該使用人に対して、監査等業務に必要な指示をすることができるものとし、当該指

示に関する限りにおいては、当該使用人は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命令を受

けないものとする。

 
ｇ．当社並びに子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員への報告に

関する体制

(ア)監査等委員は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧す

る。代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業

務の執行状況を報告する。

(イ)また、当社並びに子会社の取締役及び従業員は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社に

著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員に報告する。また、監査等委

員はいつでも必要に応じて当社並びに子会社の取締役及び従業員に対し報告を求めることができる。

(ウ)当社並びに子会社の従業員は、監査等委員に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を

直接報告することができる。

(エ)監査等委員に報告を行った当社並びに子会社の取締役及び従業員は、当該報告したことを理由として不

利な取り扱いを受けることはない。

 

EDINET提出書類

株式会社オルトプラス(E27280)

有価証券報告書

35/99



 

ｈ．監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず

る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしてきたときは、当該監査

等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

 
ｉ．その他監査等委員の監査等が実効的に行われることを確保するための体制

(ア)監査等委員は、内部監査部門と緊密な連係を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求め

る。また、監査等委員は会計監査人と定期的に会合を持って意見及び情報の交換を行うとともに、必要

に応じて会計監査人に報告を求める。

(イ)監査等委員は、監査等の実施にあたり必要と認めるときは、当社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の

外部専門家を自らの判断で起用することができる。

 
2.　反社会的勢力の排除に向けた体制

当社グループは、反社会的勢力に対し、取引関係その他一切の関係を持たず、不当な要求等に応じたりする

ことがないよう毅然とした態度で組織的に対応することを基本方針としております。

 
3.　弁護士等その他の第三者の状況

当社は、弁護士及び税理士法人と顧問契約を締結しており、必要に応じて法律全般についてアドバイスを受

けております。

 
4.　取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は７名以内、監査等委員である取締役は６名以内とする

旨を定款で定めております。

 
5.　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役について、それぞれ区別

して株主総会の決議によって選任しております。また、当社は取締役の選任決議について、議決権を行使する

ことができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票に

よらない旨定款に定めております。

 
6.　取締役及び監査等委員の責任免除について

当社は、取締役及び監査等委員が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定によ

り、取締役会の決議によって同法第423条第１項の取締役（監査等委員並びに取締役及び監査等委員であった者

を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

また、当社と各非業務執行取締役及び各監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令

が定める額としております。

 
7.　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第

三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等

の損害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締

役、取締役（監査等委員）及び執行役員です。当該保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。

ただし、被保険者が違法に利益又は便宜を得たことに起因する損害、犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法

令、規則又は取締法規に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、補

填されない等の免責規定があります。
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8.　会社法第309条第２項に定める決議

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めてお

ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ

とを目的とするものであります。

 
9.　株主総会決議事項のうち、取締役会で決議することができることとした事項

a．自己株式の取得に関する事項

当社は、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うため、会社法第165条第２項の

規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

b．中間配当に関する事項

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決

議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 
10．取締役会、監査等委員会、指名・報酬委員会の活動内容

ａ．取締役会の活動状況

当社は、当事業年度において取締役会を16回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。

役職名 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役 石井　武 16回 16回

取締役 川戸　淳裕 3回 3回

取締役 本間　稔彦 16回 16回

取締役 石原　優 13回 13回

取締役（社外） 竹之内　篤 13回 13回

取締役（社外） 入江　秀明 16回 16回

取締役（社外）
監査等委員

佐藤　秀樹 3回 3回

取締役（社外）
監査等委員

仙石　実 16回 16回

取締役（社外）
監査等委員

遠藤　元一 16回 16回
 

（注）１．取締役川戸淳裕氏及び社外取締役（監査等委員）佐藤秀樹氏は、2024年12月26日開催の第15回定時

株主総会終結の時をもって退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状

況を記載しております。

２．取締役石原優氏及び取締役竹之内篤氏は、2024年12月26日開催の第15回定時株主総会において取締

役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

３．取締役入江秀明氏は、2024年12月26日開催の第15回定時株主総会の終結の時をもって取締役から取

締役監査等委員に就任しております。

 
取締役会における具体的な検討事項としては、以下のとおりであります。

・当社グループの経営方針、経営計画、その他グループ各社の重要な事項に関する決定

・月次予算統制、月次業務報告その他グループ各社からの重要な業務事項の報告

・監査等委員会による監査及び内部監査の状況の報告

・内部統制評価結果の報告

・当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員の選解任・報酬額の決定

・重要な組織の変更及び重要な使用人の人事異動の決定

・社内規程の制定及び改廃

・取締役会の実効性評価

・新規開発案件及び予算修正の報告等
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ｂ．監査等委員会の活動状況

監査等委員会の活動状況は「第４　提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンスの概況等 (3) 監査の状

況 ①監査等委員会監査の状況」に記載しています。

 
ｃ．指名・報酬委員会の活動状況

当社は、当事業年度において指名・報酬委員会を３回開催しており、各委員の出席状況は以下のとおりで

す。

 役職名 氏名 開催回数 出席回数

委員長 代表取締役 石井　武 ３回 ３回

委員 取締役（社外） 竹之内　篤 ２回 ２回

委員
取締役（社外）
監査等委員

入江　秀明 ３回 ３回

委員
取締役（社外）
監査等委員

佐藤　秀樹 １回 １回
 

（注）１．社外取締役（監査等委員）佐藤秀樹氏は、2024年12月26日開催の第15回定時株主総会終結の時をもっ

て退任いたしました。

２．取締役竹之内篤氏は、2024年12月26日開催の第15回定時株主総会において取締役に就任しております

ので、就任後に開催された指名・報酬委員会の出席状況を記載しております。

３．取締役入江秀明氏は、2024年12月26日開催の第15回定時株主総会の終結の時をもって取締役から取

締役監査等委員に就任しております。

 
指名・報酬委員会における具体的な検討内容としては、以下のとおりであります。

・代表取締役の選定に関する事項

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員の選定に関する事項

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員の報酬等に関する事項
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(2) 【役員の状況】

　①　役員一覧

男性6名　女性－名　(役員のうち女性の比率－％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 石　井　　　武 1969年６月10日生

1992年４月 国際ファイナンス株式会社入社

2000年７月 元気株式会社入社 経営企画室長

2005年１月 同社取締役

2005年２月 元気モバイル株式会社取締役

2005年５月 株式会社アミューズキャピタル入社

グループ経営企画室長

2005年10月 株式会社AQインタラクティブ(現株

式会社マーベラス)入社 公開準備室

長

2006年４月 同社経営企画室長

2007年６月 同社執行役員経営企画・IR部門担当

兼経営企画室長

2009年９月 同社執行役員ネットワークコンテン

ツ事業部長

2010年５月 当社設立 代表取締役（現任）

2013年３月 株式会社オルトダッシュ代表取締役

2014年10月 同社取締役

2019年６月 株式会社トライバルメディアハウス

社外取締役

2020年１月 株式会社アイディアファクトリープ

ラス取締役（現任）

2021年９月 株式会社DMMオンクレ（現合同会社

DMM.com）取締役

2023年６月 株式会社STAND代表取締役（現任）

(注)2 1,810,700

取締役 本　間　稔　彦 1976年１月28日生

1994年４月 丸興工業株式会社入社

1998年８月 株式会社ソフトラボ入社

2001年６月 株式会社メビウス入社

2007年４月 同社取締役事業部長

2009年８月 株式会社クロスゲームズ入社

2014年８月 同社執行役員プロデューサー

2016年10月 当社入社

2019年５月 当社執行役員ゲーム開発事業部長

2020年１月 株式会社アイディアファクトリープ

ラス取締役（現任）

2022年１月 当社執行役員ゲーム事業部長

2022年５月 当社執行役員エンターテインメント

事業本部長（現任）

2022年12月 当社取締役（現任）

2025年11月 株式会社STAND取締役（現任）

(注)2 8,400

取締役 石　原　　　優 1985年３月18日生

2007年４月
株式会社ブライトンコーポレーショ

ン入社

2010年８月 株式会社愛住入社

2011年２月 スノードロップ株式会社入社

2015年10月 Doka Japan株式会社入社

2019年５月 当社入社

2022年１月 当社財務・経理部長（現任）

2024年４月 当社執行役員（現任）

2024年12月 当社取締役（現任）

2024年11月 株式会社STAND取締役

2025年４月 当社管理本部長（現任）

2025年11月 株式会社STAND監査役（現任）

2025年11月 株式会社オルトプラス高知監査役

（現任）

2025年11月 株式会社アイディアファクトリープ

ラス監査役（現任）

(注)2 －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

 （監査等委員）
入　江　秀　明 1959年３月８日生

1983年４月 加賀電子株式会社入社

1988年４月
TAXAN USA Corporation Consumer事

業部部長

1992年10月
Renovation Products Inc.

President & CEO

1994年８月 ASCII Entertainment Software

Inc. President & COO

1999年４月 Agetec,Inc. President & CEO

2003年10月 SEGA of America Inc. President &

COO

2005年４月 Agetec,Inc. President & CEO

2015年３月

Bandai Namco Entertainment

America, Inc. Executive

VicePresident & COO

2021年12月 当社取締役

2024年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

(注)3 －

 

取締役

（監査等委員）
仙　石　　実 1974年７月30日生

2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査

法人トーマツ）入所

2011年７月 税理士法人AKJパートナーズ入所

2013年３月 南青山アドバイザリーグループ株式

会社代表取締役(現任）

2013年４月 南青山税理士法人代表取締役（現

任）

2015年12月 株式会社コンコース（現株式会社

StockTech）監査役

2016年11月 南青山HR株式会社（現南青山リー

ダーズ株式会社）代表取締役（現

任）

2016年12月 株式会社コンコース（現株式会社

StockTech）社外取締役（監査等委

員）（現任）

2019年６月 AIRCROSS株式会社社外取締役（監査

等委員）（現任）

2020年７月 一般社団法人IPO・M&A ACADEMY代表

理事（現任）

2020年12月 南青山ホールディングス株式会社代

表取締役（現任）

2022年４月 MINAMI AOYAMA ADVISORY SINGAPORE

PTE.LTD. Director（現任）

2022年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

2024年７月 株式会社ネクサスエージェント社外

監査役（現任）

2025年８月 エンゲージメントストック株式会社

代表取締役（現任）

(注)3 －

取締役

（監査等委員）
遠　藤　元　一 1957年５月25日生

1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所

属）

1996年８月 清塚勝久法律事務所（現　東京霞ヶ

関法律事務所）パートナー（現任）

2005年６月 株式会社ティーガイア社外監査役

2007年12月 アジア航測株式会社社外監査役

2011年６月 株式会社リロ・ホールディング（現

株式会社リログループ）社外監査役

2014年３月 一般社団法人GBL（グローバルビジ

ネスロー）研究所理事（現任）

2016年５月 株式会社グッドサイクルシステム社

外監査役

2016年10月 日本ガバナンス研究学会理事（現

任）

2017年12月 株式会社Looop社外取締役（監査等

委員）

2022年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

(注)3 －

計 1,819,100
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(注) １．監査等委員入江秀明、監査等委員仙石実、監査等委員遠藤元一は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年

９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定

時株主総会の終結の時までであります。

４．当社は、経営の意思決定・業務遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しておりま

す。執行役員は４名で構成されております。

 
②　社外取締役の状況

ａ．監査等委員である社外取締役との関係並びに企業統治において果たす機能と役割

　当社の監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役入江秀明氏は、株式会社セガグループや

株式会社バンダイナムコホールディングスの海外子会社の代表として培った貴重な経験、知識を踏まえ、独立

かつ中立の立場で当社の監査業務を遂行しております。社外取締役仙石実氏は、公認会計士の資格を有してお

り、また一般事業会社の社外取締役としての経営監督の経験を踏まえ、会計の専門家としての立場から独立か

つ中立の立場で当社の監査業務を遂行しております。社外取締役遠藤元一氏は、弁護士の資格を有しており、

また一般事業会社の社外取締役としての経営監督の経験を踏まえ、法律の専門家としての立場から独立かつ中

立の立場で当社の監査業務を遂行しております。

当社では、監査等委員全員を社外取締役で構成することにより、会社の業務執行部門からの独立性を確保

し、監査の実効性を確保しております。

 
ｂ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

該当事項はございません。

 
ｃ．監査等委員である社外取締役との関係並びに企業統治において果たす機能と役割

当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、東京証券取引所

のガイドラインで定める独立性基準並びに会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、豊富な知識、経験に

基づき、客観的な視点から当社の経営等に対して適切な意見を述べて頂ける方を選任しており、監査等委員

である社外取締役の３名全員を、証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 
③　社外取締役による監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　当社の社外取締役は全員監査等委員であることから、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的

な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内

部監査責任者及び会計監査人との定期的な打合せにて情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担

当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。特に、監査等委員

会は内部監査責任者と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めてお

ります。
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(3) 【監査の状況】

①　監査等委員会の監査の状況

ａ．監査等委員会の組織、人員及び手続

監査等委員会は監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）で構成されております。監査等委員会

は年間の監査方針・監査計画に従い、内部統制システムの構築及び運用状況について取締役、執行役員及びそ

の他の重要な従業員から報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

 
ｂ．監査役会及び監査等委員会の活動状況

監査等委員会は月１回開催しており、実効性が高く効率的な監査に資するよう、監査等委員である取締役間

の情報共有及び経営企画室（内部監査担当）からの各種監査結果の報告が行われました。また、監査等委員で

ある取締役は取締役会に出席し、独立した立場から経営に対する適正な監視を行うとともに、必要に応じて取

締役会以外の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを定期的に実施しておりま

す。加えて、会計監査人と監査の方法・結果について意見交換を定期的に行い、経営企画室と監査活動で常に

連携をとり、内部統制の強化に努めております。

なお、当事業年度において当社は、監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況に

ついては次のとおりです。

役職名 氏名 出席回数（出席率）

取締役監査等委員（社外） 佐藤　秀樹 3回/3回（100%）

取締役監査等委員（社外） 入江　秀明 12回/12回（100%）

取締役監査等委員（社外） 仙石　実 15回/15回（100%）

取締役監査等委員（社外） 遠藤　元一 15回/15回（100%）
 

（注）１．取締役監査等委員佐藤秀樹氏は、2024年12月26日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退

任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しておりま

す。

　　　２．取締役監査等委員入江秀明氏は、2024年12月26日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって取

締役から取締役監査等委員に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状

況を記載しております。

監査等委員会における具体的な検討事項としては、以下のとおりであります。

・監査の方針及び監査実施計画

・取締役・執行役員の職務執行の妥当性

・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性

・会計監査人の選定・評価、監査報酬に係る事項

・内部統制システムの整備・運用状況等

・監査上の主要な検討事項（KAM）

 
②　内部監査の状況

a. 内部監査の組織、人員、手続き

内部監査につきましては、代表取締役直轄の経営企画室に所属する内部監査担当１名が行っております。内

部監査担当は、事業年度ごとに策定する内部監査計画に基づき業務監査を実施し、代表取締役に対して、監査

結果を報告しております。また、自己監査とならないように、経営企画室の監査は、他部門の責任者が内部監

査を実施することにより、監査の独立性を確保しております。

b. 内部監査の実効性を確保するための取組

内部監査担当者は、代表取締役への報告とともに、被監査部門に対して改善事項を指摘し、改善の報告をさ

せております。また、取締役会及び監査等委員会に対して内部監査計画、監査結果を定期的に報告するととも

に、会計監査人とも監査結果を共有することで内部監査の実効性を確保しております。
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③　会計監査の状況

a. 監査法人の名称

　東光有限責任監査法人

b. 継続監査期間

　３年間

c. 業務を執行した公認会計士の氏名

　指定有限責任社員・業務執行社員　　公認会計士　　中島　伸一

　指定有限責任社員・業務執行社員　　公認会計士　　照井　慎平

d. 監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士　　５名

　その他　　　　０名

e. 監査法人の選定方針と理由

　監査等委員会は、会計監査人のガバナンス・マネジメント、品質管理体制、監査体制・監査方法及び当社が

執り行う事業に関する理解度等を考慮し、独立性及び専門性の有無を含め総合的に勘案し、検討した上で、会

計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにかに該当すると認められないことを確認した上で、会計監査人

を選定しております。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合など、解任又は不再任が妥当だと

判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。

f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

　会計監査人の再任の審議に際し、監査等委員会が定めた方針と評価基準に則り、加えて関係する業務執行部

門から聴取した意見に基づき、会計監査人の評価を行っております。

 
④　監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 30,000 － 26,000 －

連結子会社 － － － －

計 30,000 － 26,000 －
 

　　　当社における非監査業務は前連結会計年度及び当連結会計年度ともに該当事項はありません。

　　　なお、連結子会社における非監査業務は前連結会計年度及び当連結会計年度ともに該当事項はありません。

b.　監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

　該当事項はありません。

c.　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

d.　監査報酬の決定方針

　監査日数等を勘案した上で決定しております。

e.　監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計

監査人の報酬等について必要な検討を行いました。審議の結果これらについて妥当であると判断し、会社法第

399条第１項及び３項の同意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2022年12月22日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容に掛かる決定方針を決議してお

ります。

当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年12月22日であり、決議の内容は取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）の報酬限度額を年額100百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）、監査等委員である取

締役の報酬限度額を50百万円以内と決議しております。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬

額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致します。これらの決議に基づく報酬等の支給の対象

となる取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は３名であり、監査等委員である取締役の員数は３名で

あります。

 
a.基本方針

当社の取締役の報酬は、指名・報酬委員会による答申に従い、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本

方針とし、また当社業績にも鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。

b.基本報酬（金銭報酬）の決定に関する方針

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬

・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、能力、貢献度、在任年数等に応じて他社水準、当社の業

績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。

・業務執行取締役の報酬については、当社業績推移を勘案し、当面は基本報酬のみで構成する。

・社外取締役の報酬については、監督機能強化の観点から、基本報酬のみで構成する。

２．取締役（監査等委員）報酬

・基本報酬は、月例の固定報酬とし、常勤、非常勤の別及び業務分担の状況等を総合的に勘案して決定す

る。

・取締役の職の執行を監査する立場を考慮し、固定報酬（基本報酬）のみで構成する。

c.業績連動報酬及び非金銭報酬等に関する方針

・業績連動報酬及び非金銭報酬等は支給しない

d.報酬等の付与時期や条件に関する方針

・取締役の個人別の報酬等は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において12月の取締役会までに審議

し決定する。

・また、報酬の支給開始は、1月からとする。

e.報酬等の決定の委任に関する方針

・役員報酬等の決定は、決定プロセスの透明性、公正性を確保するため、代表取締役と社外取締役２名で構成

される指名・報酬委員会において役員報酬の方針・制度・個人別の報酬内容について審議の上答申を行い、

委員会の答申を踏まえて取締役会で審議の上決定する。なお、業務執行取締役のうち使用人兼務役員の従業

員給与に関しても、当該審議等を経て決定する。

 
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における指名・報酬委員会の活動内容は以下のとおりであ

ります。

活動日 名称 活動内容

2024年10月24日 指名・報酬委員会 取締役の個人別の報酬額に係る審議

2024年12月26日 取締役会 取締役の個人別の報酬額に係る決議
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② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(人)基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役(監査等委員及び社外
取締役を除く)

15,600 15,600 － － 4

監査等委員（社外取締役を
除く）

－ － － － －

社外役員 24,000 24,000 － － 6
 

(注) １．上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。

２．当事業年度末日現在の取締役（監査等委員を除く）の員数は４名、取締役（監査等委員）の員数は３名であ

ります。
 

③ 役員毎の連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。
 

(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保

有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分して

います。
 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

　当社は対象企業との長期的・安定的な関係の構築・強化が当社の中長期的な企業価値向上に寄与すると判

断される場合に限り、当該株式の保有について検討いたします。純投資目的以外の目的である投資株式を保

有している場合、取締役会にて中長期的な観点から保有目的及び合理性を確認の上、個別銘柄毎に保有の適

否を検証するものとします。なお、保有意義の希薄化が認められた場合には、当該保有株式の縮減を検討い

たします。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 2 0

非上場株式以外の株式 － －
 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －
 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(千円)

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －
 

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　該当事項はありません。
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③　保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

非上場株式 5 4,863 4 67

非上場株式以外の株式 － － － －
 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(千円)

売却損益の
合計額(千円)

評価損益の
合計額(千円)

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －
 

 

④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。
 

⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
（千円）

変更した
事業年度

変更の理由及び変更後の保有又は
売却に関する方針

株式会社七十
八

3,000 4,796 2025年９月期

業務提携関係の強化のため保有し

ておりましたが、政策保有株式と

しての保有意義が薄れたことか

ら、保有目的を純投資目的に変更

いたしました。今後は事業の状況

を踏まえ、売却または保有継続に

ついて適宜判断してまいります。
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第５ 【経理の状況】

 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基

づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2024年10月１日から2025年９月30日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2024年10月１日から2025年９月30日まで)の財務諸表について、東光有限責任監査法

人による監査を受けております。

　なお、従来から監査証明を受けている東光監査法人は、監査法人の種類の変更により、2025年７月２日に名称を変

更し、東光有限責任監査法人となりました。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、専門的な情報

を有する団体等が主催する研修等へ参加しているほか、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 766,132 863,507

  売掛金及び契約資産 ※２  530,344 ※２  522,674

  前払金 24,426 171,515

  その他 107,408 72,930

  貸倒引当金 △6,070 △7,768

  流動資産合計 1,422,242 1,622,860

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 19,726 19,726

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △19,492 △19,534

    建物（純額） 233 191

   工具、器具及び備品 24,026 21,853

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △22,842 △20,454

    工具、器具及び備品（純額） 1,183 1,399

   有形固定資産合計 1,417 1,590

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,863 4,863

   長期前払費用 1,313 30

   差入保証金 111,816 109,704

   その他 - 7,699

   投資その他の資産合計 117,993 122,298

  固定資産合計 119,410 123,889

 資産合計 1,541,653 1,746,749

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 165,050 141,997

  未払金 382,913 417,196

  前受金 120,228 128,806

  未払法人税等 2,706 11,718

  その他 ※３  88,662 ※３  32,622

  流動負債合計 759,562 732,341

 固定負債   

  繰延税金負債 4,206 1,165

  固定負債合計 4,206 1,165

 負債合計 763,768 733,507
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 67,707 184,466

  資本剰余金 1,251,868 1,389,670

  利益剰余金 △547,185 △564,521

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 772,389 1,009,614

 新株予約権 1,929 2

 非支配株主持分 3,565 3,625

 純資産合計 777,884 1,013,242

負債純資産合計 1,541,653 1,746,749
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

売上高 3,516,498 2,897,753

売上原価 3,301,559 2,723,711

売上総利益 214,939 174,041

販売費及び一般管理費 ※１  667,711 ※１  641,336

営業損失（△） △452,772 △467,294

営業外収益   

 受取利息 74 1,347

 広告協力金収入 65,654 39,146

 雑収入 9,174 3,435

 営業外収益合計 74,903 43,929

営業外費用   

 雑損失 1,774 982

 為替差損 2,910 3,004

 訴訟関連費用 17,151 819

 資金調達費用 14,743 14,224

 その他 1,750 53

 営業外費用合計 38,331 19,084

経常損失（△） △416,200 △442,449

特別損失   

 投資有価証券評価損 31,203 -

 特別損失合計 31,203 -

税金等調整前当期純損失（△） △447,404 △442,449

法人税、住民税及び事業税 3,005 2,887

法人税等調整額 1,902 △10,739

法人税等合計 4,908 △7,852

当期純損失（△） △452,312 △434,597

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
帰属する当期純損失(△)

△43 59

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △452,268 △434,656
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

当期純損失（△） △452,312 △434,597

包括利益 △452,312 △434,597

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △452,268 △434,656

 非支配株主に係る包括利益 △43 59
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 229,720 2,297,099 △1,579,971 △0 946,847

当期変動額      

新株の発行 138,905 138,905   277,810

減資 △300,918 300,918   -

欠損填補  △1,485,054 1,485,054  -

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △452,268  △452,268

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 △162,013 △1,045,230 1,032,786 - △174,457

当期末残高 67,707 1,251,868 △547,185 △0 772,389
 

 

 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 3,610 3,609 954,066

当期変動額    

新株の発行   277,810

減資   -

欠損填補   -

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △452,268

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△1,680 △43 △1,724

当期変動額合計 △1,680 △43 △176,182

当期末残高 1,929 3,565 777,884
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当連結会計年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 67,707 1,251,868 △547,185 △0 772,389

当期変動額      

新株の発行 335,941 335,941   671,882

減資 △219,182 219,182   -

欠損填補  △417,321 417,321  -

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △434,656  △434,656

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 116,759 137,802 △17,335 - 237,225

当期末残高 184,466 1,389,670 △564,521 △0 1,009,614
 

 

 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 1,929 3,565 777,884

当期変動額    

新株の発行   671,882

減資   -

欠損填補   -

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △434,656

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△1,927 59 △1,867

当期変動額合計 △1,927 59 235,358

当期末残高 2 3,625 1,013,242
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純損失（△） △447,404 △442,449

 減価償却費 2,465 2,324

 受取利息及び受取配当金 △74 △1,347

 投資有価証券評価損益（△は益） 31,203 -

 為替差損益（△は益） 608 -

 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 113,518 7,669

 仕入債務の増減額（△は減少） △68,271 △23,053

 前払金の増減額（△は増加） 2,271 △147,089

 未払金の増減額（△は減少） △116,493 39,876

 前受金の増減額（△は減少） △10,186 8,577

 長期前払費用の増減額（△は増加） 2,358 1,282

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,121 1,697

 未払消費税等の増減額（△は減少） 60,322 △55,127

 訴訟関連費用 17,151 819

 資金調達費用 14,743 14,224

 その他 31,180 22,002

 小計 △367,727 △570,591

 利息及び配当金の受取額 64 1,190

 訴訟関連費用の支払額 △7,630 △913

 法人税等の支払額 △35,477 △2,696

 営業活動によるキャッシュ・フロー △410,771 △573,010

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △454 △2,337

 有形固定資産の売却による収入 72 181

 投資有価証券の取得による支出 △36,000 -

 敷金及び保証金の差入による支出 △906 -

 敷金及び保証金の回収による収入 100,258 21,244

 投資活動によるキャッシュ・フロー 62,969 19,087

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 株式の発行による収入 99,474 -

 新株予約権の発行による収入 - 6

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 177,254 671,878

 自己新株予約権の取得による支出 △598 △1,929

 資金調達費用の支払額 △9,549 △18,657

 財務活動によるキャッシュ・フロー 266,580 651,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,221 97,374

現金及び現金同等物の期首残高 847,353 766,132

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  766,132 ※１  863,507
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社グループは、前連結会計年度まで11期連続となる営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失とな

り、当連結会計年度においても、営業損失467,294千円、経常損失442,449千円、親会社株主に帰属する当期純損失

434,656千円を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が当連結会計年

度においても存在しております。当社グループは、当該事象または状況を解消するために以下の対応策を講じており

ます。

１．収益構造の改善

①　新規タイトル開発及びIPポートフォリオの拡充

持続的成長基盤の確立のため、2025年９月期から2027年９月期末までの３年間において、自社パブリッシン

グによる大型・中型の国内IPタイトル４本と海外ローカライズタイトル６本の開発及び運営による売上・収益

の回復・拡大を目指してまいります。大型のタイトル開発は、開発開始からリリースまで２年程度の開発期間

を要するため、先行する開発費の負担が期間損益に与える影響が大きいことから、比較的短期間に開発が可能

な中型・小型タイトルをバランスよく開発パイプラインに組み込み、段階的に新規タイトルの開発及びリリー

スを行うことで、開発リスクの分散と財務インパクトを抑制してまいります。また、開発したゲームから派生

するコンテンツの商品化などを、資本業務提携先であるジーエフホールディングス株式会社との各種連携によ

り推し進め、収益機会の多様化・多層化を図ってまいります。

②　収益の多様化

他社のゲームタイトルの開発・運営受託とともに、当社グループのゲーム開発・運営における知見とノウハ

ウを活かして、一般事業会社向けのサービス企画・開発受託などにより、事業領域の拡大を図ってまいりま

す。また、今後複数の新たな開発を並行して進めるにあたり、良質かつ魅力的な企画と効率的かつスケジュー

ル通りに制作及び開発を進めるために、社内人材の育成・強化に加えて優秀なプロダクトマネージャーやエン

ジニア等の専門性の高い人材の採用を強化してまいります。

③　技術・人材支援事業の強化

ゲーム開発人材を必要とする企業向けに人材の派遣等を行う技術・人材支援事業については、新規クライア

ントの獲得、既存クライアントからの需要の掘り起し等のセールス強化により人材稼働数の拡大に力を入れて

おります。引き続き業界動向を見極めつつ、ゲーム業界以外の稼働案件獲得についても注力することにより、

事業拡大を目指してまいります。

④　経費削減

事業構造の改善の進捗に応じて、売上原価においては、外注費やサーバー費用、プラットフォーム手数料等

の変動費が減少し、販管費においては、人件費を中心として、オフィス移転による賃料の引き下げや減資によ

る税負担の軽減など固定費の削減を進めてまいりました。引き続き支払報酬や支払手数料、業務委託費などの

経常的な管理系の経費についても細かく削減を図るとともに、全社的なコスト削減活動を継続して進めてまい

ります。また、新たな事業展開にかかる費用等についても費用が過度に増大しないよう充分に点検・精査を

行ってまいります。

 
２．財務基盤の安定化

第三者割当による第９回及び第10回新株予約権について、当連結会計年度において第９回新株予約権の一部と

第10回新株予約権の全てが行使されたことにより、本新株予約権の発行価額を含め671,882千円の資金を新たに調

達いたしました。また、「第５ 経理の状況　1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事

象)」に記載のとおり、第16回定時株主総会において、EVO FUNDを割当予定先とする第11回新株予約権及びG

Future Fund１号投資事業有限責任組合、石井武氏及び岡﨑太輔氏を割当予定先とする第12回新株予約権の発行に

ついて付議し、承認可決されました。これにより、第11回新株予約権及び第12回新株予約権が権利行使された場

合には、11,100,799千円の資金調達が可能となります。今後も引き続き、事業資金の確保による財務基盤の安定

化を図ってまいります。

 
以上の施策を実施するとともに、今後も有効と考えられる施策につきましては、積極的に実施してまいります。

しかしながら、これらの対応策を実施してもなお、収益性の改善や資金調達の進展状況等によっては、今後の資金

繰りに重要な影響を及ぼす可能性があることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在する

ものと認識しております。

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を
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連結財務諸表に反映しておりません。

 
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 3社

連結子会社の名称

株式会社オルトプラス高知

株式会社アイディアファクトリープラス

株式会社STAND

 

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

該当事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　３年～15年

工具、器具及び備品　４年～15年

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

 

(3) 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

 

(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。

イ．オンラインゲームに係る収益認識

当社がサービスを提供するオンラインゲームに係る収益に関して、ユーザーがゲーム内アイテムを購入した

時点以降のアイテム使用期間を見積り、当該見積り期間に応じて収益を認識しております。

ロ．受託開発に係る収益認識

受託開発に係る収益に関して、期間が短くかつ少額なものを除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、

当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。

 
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 
(重要な会計上の見積り)

１．非上場株式の評価

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  （千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

投資有価証券（非上場株式） 4,863 4,863

投資有価証券評価損 31,203 －
 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

市場価格のない非上場株式については、株式の実質価額（１株あたりの純資産額に所有株式数を乗じた金

額）が取得原価に比べて50％程度以上低下した場合に、実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十

分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。

また、見積りに用いた投資先の事業計画は不確実性を有しており、実質価額が著しく低下した場合には更な

る減損処理が必要となり、翌連結会計年度の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。

 
２．進捗度に応じた収益認識

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  （千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

契約資産 13,000 4,536

受注損失引当金 2,042 358
 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり算出しております。

履行義務の充足に係る進捗度の適正な見積りに当たっては、原価総額の見積額に対する実際原価の割合により

測定し、それに基づいて収益を認識しております。原価総額の見積りの結果、将来の損失の発生が見込まれ、

損失金額を合理的に見積ることができる場合には、損失見込額を受注損失引当金として計上することとしてお

ります。当連結会計年度末において将来の損失の発生が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もること

が可能なものについては、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額に対して、受注損失引当金を計上し

ております。また、当該時点では想定できなかった事態等の発生により損失が発生する可能性があります。
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(会計方針の変更)

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会

計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28

号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表に

おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しており

ます。当該会計方針の変更は遡及適用されますが、該当する事象はなく、当該会計方針の変更による連結財務諸表

への影響はありません。

 
(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 
(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 
(2) 適用予定日

2028年９月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響は評価中です。

 
(表示方法の変更)

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「前払金」は、金額的重要性が

増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結

会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた131,835千円は、

「前払金」24,426千円、「その他」107,408千円として組み替えております。

 
（連結キャッシュフロー計算書）

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前払金の増減額(△

は増加)」及び「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記す

ることといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に表示していた93,774千円は、「前払金の増減額(△は増加)」2,271千円、「未払消費税等の増減額(△は

減少)」60,322千円、「その他」31,180千円として組み替えております。
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(連結貸借対照表関係)

※１　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

当座貸越極度額 50,000千円 50,000千円

借入実行残高 － － 

差引額 50,000 50,000 
 

 

※２　売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、連結財務諸表「第５　経理の

状況　１ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (収益認識関係) 3.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」

に記載しております。

 

※３　その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

契約負債 757千円 741千円
 

 

(連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

役員報酬 39,600千円 40,600千円

給与手当 301,611 275,879 

支払手数料 88,123 76,663 

地代家賃 11,334 8,979 

広告宣伝費 47,429 72,521 
 

 

(連結包括利益計算書関係)

該当事項はありません。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

　普通株式 19,635,533 2,058,000 － 21,693,533

合計 19,635,533 2,058,000 － 21,693,533

自己株式     

　普通株式 9,081 146 － 9,227

合計 9,081 146 － 9,227
 

(注) １．発行済株式数の増加事由は以下のとおりであります。

　第７回新株予約権の権利行使による増加　　372,000株

　第８回新株予約権の権利行使による増加　　843,000株

　　　　　 第三者割当による増加　　　　　　　　　　843,000株

２．自己株式数の増加事由は以下のとおりであります。

　特定譲渡制限付株式の無償取得による増加　　 146株

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)当連結会計

年度期首
増加 減少

当連結会計
年度末

提出会社

第７回新株予約権
（2022年11月28日発
行）

普通株式 1,856,200 － 372,000 1,484,200 1,929

第８回新株予約権
（行使価額修正条項
付）（2022年11月28
日発行）

普通株式 1,686,000 － 1,686,000 － －

合計 3,542,200 － 2,058,000 1,484,200 1,929
 

(注) １．目的となる株式の数の減少理由は以下のとおりであります。

　第７回新株予約権の権利行使による減少　372,000株

　　　　　 第８回新株予約権の権利行使による減少　843,000株

　第８回新株予約権の消却による減少　   843,000株

 
３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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当連結会計年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

　普通株式 21,693,533 37,708,500 － 59,402,033

合計 21,693,533 37,708,500 － 59,402,033

自己株式     

　普通株式 9,227 － － 9,227

合計 9,227 － － 9,227
 

(注) １．発行済株式数の増加事由は以下のとおりであります。

第９回新株予約権の権利行使による増加　20,000,000株

第10回新株予約権の権利行使による増加　17,708,500株

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)当連結会計

年度期首
増加 減少

当連結会計
年度末

提出会社

第７回新株予約権
（2022年11月28日発
行）

普通株式 1,484,200 － 1,484,200 － －

第９回新株予約権
（2024年12月27日発
行）

普通株式 － 43,953,200 20,000,000 23,953,200 2

第10回新株予約権
（2024年12月27日発
行）

普通株式 － 17,708,500 17,708,500 － －

合計 1,484,200 61,661,700 39,192,700 23,953,200 2
 

(注) １．目的となる株式の数の増加理由は以下のとおりであります。

第９回新株予約権の発行による増加　43,953,200株

第10回新株予約権の発行による増加　17,708,500株

２．目的となる株式の数の減少理由は以下のとおりであります。

第７回新株予約権の消却による減少　1,484,200株

第９回新株予約権の権利行使による減少　20,000,000株

第10回新株予約権の権利行使による減少　17,708,500株

 
３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

現金及び預金勘定 766,132千円 863,507千円

現金及び現金同等物 766,132 863,507
 

 

(リース取引関係)

該当事項はありません。

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借

入のほか、社債等により調達する方針であります。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金及び未払金は全て１年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。

　営業債権債務のうち一部には外貨建のものがあり為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する非上場会社であり、投資先企業の財務状況の悪化などによる減損リス

クに晒されております。

差入保証金は本社オフィス等の賃貸借契約等に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、各プラットフォーム運営事業者により回収代行されるものについては各社ごとに、回

収代行によらないものについては各顧客ごとに、期日管理及び残高管理を行うことにより信用リスクを管理し

ております。

投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握し、減損懸念の早期把握や軽減を図っており

ます。

差入保証金については、賃貸借契約締結に際し、差入先の信用状況を把握することにより信用リスクを管理

しております。

 
②　市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

　外貨建債権債務に係る為替変動リスクは通貨別に区分し、定期的に把握し、管理しております。

 
③　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

　買掛金及び未払金については月次単位での支払予定を把握するとともに、手元流動性の維持などにより流動

性リスクを管理しております。

 
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織

り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2024年９月30日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

差入保証金(※2) 133,061 126,925 △6,136

資産計 133,061 126,925 △6,136
 

 

(※1) 現金及び預金については、現金及び預金であることから注記を省略しており、売掛金及び契約資産、買掛金、未

払金、前受金については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略してお

ります。

(※2) 流動資産のその他に含まれる1年内償還予定の差入保証金を含んでおります。

(※3) 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

　　　　（単位：千円）
 

区分 連結貸借対照表計上額

投資有価証券 4,863
 

 

当連結会計年度(2025年９月30日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

差入保証金 109,704 105,277 △4,427

資産計 109,704 105,277 △4,427
 

 

(※1) 現金及び預金については、現金及び預金であることから注記を省略しており、売掛金及び契約資産、買掛金、未

払金、前受金については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略してお

ります。

(※2) 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

　　　　（単位：千円）
 

区分 連結貸借対照表計上額

投資有価証券 4,863
 

 

（注）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2024年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 766,132 － － －

売掛金及び契約資産 530,344 － － －

差入保証金 99,244 33,816 － －

合計 1,395,721 33,816 － －
 

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 863,507 － － －

売掛金及び契約資産 522,674 － － －

差入保証金 81,396 28,307 － －

合計 1,467,578 28,307 － －
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年９月30日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

該当事項はありません。

 

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 126,925 － 126,925

資産計 － 126,925 － 126,925
 

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 105,277 － 105,277

資産計 － 105,277 － 105,277
 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

差入保証金

差入保証金の時価については、契約期間及び契約更新等を勘案し、その将来キャッシュ・フローをリスクフ

リーレートで割り引いた現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(有価証券関係)

１．その他有価証券

　前連結会計年度（2024年９月30日）

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

   

  株式 － － －

  債券 － － －

小計 － － －

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

   

  株式 4,863 4,863 －

  債券 － － －

 その他 － － －

小計 4,863 4,863 －

合計 4,863 4,863 －
 

(注)表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。

 
　当連結会計年度（2025年９月30日）

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

   

  株式 － － －

  債券 － － －

小計 － － －

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

   

  株式 4,863 4,863 －

  債券 － － －

 その他 － － －

小計 4,863 4,863 －

合計 4,863 4,863 －
 

(注)表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。

 
２．売却したその他有価証券

該当事項はありません。

 
３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

有価証券について31,203千円(その他有価証券の株式31,203千円)減損処理を行っております。

 
当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

該当事項はありません。

 
(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

 
(退職給付関係)

当社グループは、退職給付制度がないため、該当事項はありません。

 
(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

繰延税金資産     

　繰越欠損金 2,362,945千円 2,147,141千円

　減価償却超過額 1,226 1,427 

　投資有価証券評価損 250,235 234,884 

　減損損失 6,361 5,236 

　未払事業税 － 2,752 

　その他 9,111 7,830 

繰延税金資産小計 2,629,879 2,399,272 

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △2,362,945 △2,140,365 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △266,934 △250,430 

評価性引当額小計 △2,629,879 △2,390,796 

繰延税金資産合計 － 8,476 

繰延税金負債     

　　未収事業税 △1,026 － 

　その他 △3,179 △1,942 

繰延税金負債合計 △4,206 △1,942 

繰延税金資産（負債）の純額 △4,206 6,533 
 

 
(注)　税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

　前連結会計年度（2024年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

合計
（千円）

税務上の繰越欠損金
(ａ)

157,792 264,205 672,922 － 425,963 842,062 2,362,945

評価性引当額 △157,792 △264,205 △672,922 － △425,963 △842,062 △2,362,945

繰延税金資産 － － － － － － －
 

(ａ) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
　当連結会計年度（2025年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

合計
（千円）

税務上の繰越欠損金
(ｂ)

240,916 613,606 － 388,415 117,795 786,407 2,147,141

評価性引当額 △240,916 △613,606 － △388,415 △117,795 △779,631 △2,140,365

繰延税金資産 － － － － － 6,776 6,776
 

(ｂ) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略して

おります。

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

当社は、当連結会計年度中に新株予約権が行使され資本金が１億円を超えたため、法人事業税の外形標準課税

が適用されることとなりました。これに伴い、翌連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税

金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を33.58％から30.62％に変更し計算しております。

また、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026

年４月１日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴
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い、2026年10月１日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延

税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。

なお、これらの税率変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 
(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務であります。

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められ

る金額を合理的に見積もり、そのうち当連結会計年度の費用の負担に属する金額を費用計上する方法によって

おります。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、エンターテインメント＆ソリューション事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から

生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

(単位：千円)

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
　　至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
　　至　2025年９月30日）

ゲーム開発・運営による課金収入等 1,688,594 1,401,385

サービス開発事業による収入 310,052 276,415

技術・人材支援による収入 1,517,850 1,219,952

顧客との契約から生じる収益 3,516,498 2,897,753

外部顧客への売上高 3,516,498 2,897,753
 

　(注)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報を「ゲーム運営による課金収入等」、「ゲーム支援による収入

等」、「受託開発収入」、「その他」に区分しておりましたが、当連結会計年度より「ゲーム開発・運営によ

る課金収入等」、「サービス開発事業による収入」、「技術・人材支援による収入」へ変更しております。こ

の変更に伴い、前連結会計年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報も変更後の区分で記載しており

ます。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項） ４．会計方針に関する事項 （５）重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注

記を省略しております。

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情

報

（1）契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 568,910 517,343

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 517,343 518,137

契約資産(期首残高) 74,952 13,000

契約資産(期末残高) 13,000 4,536

契約負債(期首残高) 991 757

契約負債(期末残高) 757 741
 

 
連結貸借対照表上、契約資産は「売掛金及び契約資産」、契約負債は流動負債の「その他」にそれぞれ計上して

おります。

契約資産は、受託開発について、期末日現在で完了しているが未請求の受託開発にかかる対価に対する当社の権

利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じ

た債権に振り替えられます。

契約負債は、ユーザーがゲーム内課金を通して取得したゲーム内通貨のうち、期末時点において履行義務を充足

していない残高であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、757千円でありま

す。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の

変動)の額に重要性はありません。
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（2）残存履行義務に配分した取引価格

前連結会計年度末において、期末日時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額は21,320千円でありま

す。当該履行義務は、受託開発に係るものであり、期末日後概ね１年以内に収益として認識されると見込んでお

ります。

当連結会計年度末において、期末日時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額は6,401千円でありま

す。当該履行義務は、受託開発に係るものであり、期末日後概ね１年以内に収益として認識されると見込んでお

ります。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、エンターテインメント＆ソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。

 
【関連情報】

前連結会計年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

 （単位：千円）

 
ゲーム開発・運営
による課金収入等

サービス開発事業
による収入

技術・人材支援
による収入

合計

外部顧客への売上高 1,688,594 310,052 1,517,850 3,516,498
 

　(注)　製品及びサービスごとの情報を「ゲーム事業」、「ゲーム支援事業」、「その他」に区分しておりました

が、当連結会計年度より「ゲーム開発・運営による課金収入等」、「サービス開発事業による収入」、「技

術・人材支援による収入」へ変更しております。この変更に伴い、前連結会計年度の製品及びサービスごとの

情報も変更後の区分で記載しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 

３．主要な顧客ごとの情報

 (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高

Apple Inc. 638,836

Google Inc. 442,894
 

（注）Apple Inc.、Google Inc.はともにプラットフォーム提供会社であり、同社に対する販売実績は、当社グループが

提供するゲームサービスの利用者（一般ユーザー）に対する利用料等であります。

 
当連結会計年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

 （単位：千円）

 
ゲーム開発・運営
による課金収入等

サービス開発事業
による収入

技術・人材支援
による収入

合計

外部顧客への売上高 1,401,385 276,415 1,219,952 2,897,753
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２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 

３．主要な顧客ごとの情報

 (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高

Apple Inc. 693,266

Google Inc. 396,768
 

（注）Apple Inc.、Google Inc.はともにプラットフォーム提供会社であり、同社に対する販売実績は、当社グループが

提供するゲームサービスの利用者（一般ユーザー）に対する利用料等であります。

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

当社グループは、エンターテインメント＆ソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 
当連結会計年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

当社グループは、エンターテインメント＆ソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

該当事項はありません。

 

　当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

該当事項はありません。

 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

１株当たり純資産額 35.62円 17.00円

１株当たり当期純損失金額 22.01円 12.83円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

－円 －円
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

金額であるため記載しておりません。

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

１株当たり当期純損失金額   

親会社株主に帰属する当期純損失金額(千円) 452,268 434,656

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純損失金額(千円)

452,268 434,656

普通株式の期中平均株式数(千株) 20,550 33,880

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(千株) － －

（うち新株予約権(千株)） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概
要

第７回新株予約権（株式
の数1,484,200株）
なお、概要は、「第４　
提出会社の状況　１．株式
等の状況　(2）新株予約権
等の状況　③　その他の新
株予約権等の状況」に記載
のとおりであります。

第９回新株予約権（株式
の数23,953,200株）
なお、概要は、「第４　
提出会社の状況　１．株式
等の状況　(2）新株予約権
等の状況　③　その他の新
株予約権等の状況」に記載
のとおりであります。

 

 
(重要な後発事象)

（新株予約権の権利行使）

当社が発行した第９回新株予約権について、当連結会計年度末の翌日から、2025年12月24日までの間に権利行使が

行われました。

 
＜第９回新株予約権＞

（1）行使された新株予約権の個数　　　　　　　 　　159,532個

（2）発行した株式の種類及び株式数　　普通株式　15,953,200株

（3）資本金増加額　　　　　　　　　　　　　　　 119,649千円

（4）資本準備金増加額　　　　　　　　　　　　　 119,649千円

 
なお、新株予約権の行使による新株の発行の結果、2025年12月24日現在の発行済株式総数は、75,355,233株、資本

金は304,115千円、資本剰余金は1,509,320千円となっております。
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（第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権の発行並びに買取契約の締結、定

款の一部変更）

 
当社は、2025年11月20日開催の当社取締役会において、EVO FUND（以下「EVO FUND」といいます。）を割当予定先と

する第三者割当による株式会社オルトプラス第11回新株予約権（以下「第11回新株予約権」といいます。）並びにG

Future Fund１号投資事業有限責任組合（以下「Gファンド」といいます。）、石井武氏（以下「石井氏」といいま

す。）及び岡﨑太輔氏（以下「岡﨑氏」といい、EVO FUND、Gファンド、石井氏及び岡﨑氏とあわせて個別に又は総称

して「割当予定先」といいます。）を割当予定先とする第三者割当による株式会社オルトプラス第12回新株予約権（以

下「第12回新株予約権」といい、第11回新株予約権とあわせて個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）の

発行並びに本新株予約権の買取契約又は総数引受契約（以下、各割当予定先との買取契約又は総数引受契約を個別に又

は総称して「本買取契約」といいます。）を各割当予定先との間でそれぞれ締結することを決議しました。

なお、本件は、2025年12月25日開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、本

資金調達による大規模な希薄化等の議案が承認されることを条件としておりましたが、本定時株主総会で承認可決され

ました。

 
１．募集の概要

＜第11回新株予約権＞

（１） 割当日 2025年12月26日（予定日）

（２） 発行新株予約権数 700,000個（新株予約権１個につき普通株式100株）

（３） 発行価額 総額3,500,000円（新株予約権１個当たり５円）

（４）
当該発行による
潜在株式数

普通株式70,000,000株（本新株予約権１個につき100株）
上限行使価額はありません。
下限行使価額は30円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は
70,000,000株であります。

（５） 資金調達の額 4,133,500,000円（注）

（６）
行使価額及び行使価額
の修正条件

当初行使価額59円
(1)行使価額は、割当日の翌取引日（「取引日」とは、株式会社東京証券取引所
（以下「取引所」といいます。）において売買立会が行われる日をいいます。
以下同じ。）に初回の修正がされ、割当日の８取引日後の日に２回目の修正が
され、以後３取引日が経過する毎に修正されます（以下、かかる修正が行われ
る日を、個別に又は総称して「修正日」といいます。）。初回の修正において
は、行使価額は、2025年11月20日において取引所が発表する当社普通株式の普
通取引の終値の100％に相当する金額（但し、当該金額が下限行使価額（以下に
定義します。）を下回る場合、下限行使価額とします。）に修正されます。２
回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ３連続取引日
（以下、2025年11月20日とあわせて、個別に又は総称して「価格算定期間」と
いいます。）の各取引日（但し、終値が存在しない日を除きます。）において
取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100％に相当す
る金額の１円未満の端数を切り捨てた額（但し、当該金額が下限行使価額を下
回る場合、下限行使価額とします。）に修正されます。但し、当該価格算定期
間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行
われません。また、価格算定期間内において第11回新株予約権の発行要項第11
項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期
間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該
事由を勘案して合理的に調整されます。
(2)上記第(1)号にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日
（当日を含みます。）から当該株主確定日等（当日を含みます。）までの、株
式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない
期間（以下「株主確定期間」といいます。但し、株式会社証券保管振替機構が
当該期間を変更した場合は、変更後の期間とします。）及び当該株主確定期間
の末日の翌取引日においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場
合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の２取引日後
（当日を含みます。）の日とし、当該日以降、３取引日が経過する毎に、上記
第(1)号に準じて行使価額は修正されます。下限行使価額（第11回新株予約権の
発行要項第11項の規定に従い調整されます。）は、当初30円とします。

（７） 募集又は割当方法 第三者割当による

（８） 割当予定先 EVO FUND

（９） 権利行使期間 2025年12月29日（当日を含みます。）から2027年６月29日までとします。
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（10） その他

本新株予約権の発行は、①本定時株主総会において、本新株予約権の発行に伴
う大規模な希薄化等に関する議案が承認されること及び②金融商品取引法によ
る届出の効力が発生することを条件とし、これらの事項を払込みの条件として
規定する本買取契約を、2025年11月20日、EVO FUNDとの間で締結しておりま
す。また、本買取契約には、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当
社取締役会による承認を要することも規定されています。

 

 

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算
した金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性がありま
す。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場
合には、調達資金の額は変動します。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権
の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金
額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。

 
＜第12回新株予約権＞

（１） 割当日 2025年12月26日（予定日）

（２） 発行新株予約権数 1,300,000個（新株予約権１個につき普通株式100株）

（３） 発行価額 総額3,900,000円（新株予約権１個当たり３円）

（４）
当該発行による
潜在株式数

普通株式130,000,000株

（５） 資金調達の額 7,023,900,000円（注）

（６）
行使価額及び行使価額
の修正条件

当初行使価額54円
(1)2026年６月26日以降、第12回新株予約権の行使価額の修正を当社取締役会が
決議した場合（但し、当該取締役会の決議を行った日（以下「決議日」といい
ます。）の直前取引日（本項において「直前取引日」とは、同日に取引所にお
ける当社普通株式の普通取引の終値がない場合には、その直前の終値のある取
引日をいいます。）の16時までにかかる決議を行う旨を第12回新株予約権に係
る新株予約権者（以下「第12回新株予約権者」という。）に通知していた場合
に限ります。）、第12回新株予約権の行使価額は、決議日の直前取引日におい
て取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額に修
正されます。但し、算出の結果得られた金額が下限行使価額（第12回新株予約
権の発行要項第11項の規定に従い調整されます。）を下回る場合には、行使価
額は下限行使価額とします。下限行使価額は、当初30円とします。
(2)上記第(1)号にかかわらず、①第12回新株予約権について行使価額の修正が
効力を生じた直近の日から６ヶ月が経過していない場合、又は②金融商品取引
法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第４項に
従って公表されていないものが存在する場合には、当社は上記第(1)号に基づく
決議を行うことができません。

（７） 募集又は割当方法 第三者割当による

（８） 割当予定先
Gファンド　920,000個
石井氏　230,000個
岡﨑氏　150,000個

（９） 権利行使期間 2025年12月29日（当日を含みます。）から2030年12月30日までとします。

（10） その他

本新株予約権の発行は、①本定時株主総会において、本新株予約権の発行に伴
う大規模な希薄化等に関する議案が承認されること及び②金融商品取引法によ
る届出の効力が発生することを条件とし、これらの事項を払込みの条件として
規定する本買取契約を、2025年12月26日、Gファンド、石井氏及び岡﨑氏との
間で締結する予定です。

 

 

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算
した金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性がありま
す。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場
合には、調達資金の額は変動します。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権
の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金
額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。

 
２．調達する資金の額

① 払込金額の総額 11,157,400,000円

② 発行諸費用の概算額 56,601,000円

③ 差引手取概算額 11,100,799,000円
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（注）１．払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額（第11回新株予約権について3,500,000円、第12回新株予約権
について3,900,000円）と本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（第11回新株予約権について
4,130,000,000円、第12回新株予約権について7,020,000,000円）を合算した金額であります。

２．発行諸費用の概算額は、弁護士費用（５百万円）、有価証券届出書作成費用（１百万円）、本新株予約権の
算定評価報酬費用（１百万円）、登記費用等（48百万円）の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含
まれておりません。

３．本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、
払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
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（資本業務提携契約の締結）

当社は、2025年11月20日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社オカザキホールディングス（以下「オ

カザキホールディングス」といいます。）との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、本資本

業務提携契約に基づく資本業務提携を以下「本資本業務提携」といいます。）を締結すること、及び、本資本業務提

携に基づき、オカザキホールディングスの普通株式を取得する（以下「本株式取得」といいます。）とともに、同社

が実施する第三者割当増資（以下「本第三者割当」といいます。）を引き受ける方法により同社株式を取得すること

を決議いたしました。なお、株式譲受及び本第三者割当増資引受けによって、オカザキホールディングスは当社の持

分法適用関連会社となる予定です。

 
１．本資本業務提携の理由

当社は、収益構造の改善の一環として、2025年８月にリリースした『忘却前夜』を皮切りに国内・海外IPの新規

タイトルの獲得及び開発を進めております。今後も獲得したIPを活用したサービスの提供を積極的に進めていく予

定ですが、どれほど完成度の高いタイトルを開発してもリリース後に市場でユーザーに認知されなければ当然収益

化には繋がりません。特に現在のモバイルゲーム市場は、年間136本を超える新作が競合するため（出典：App

Annie Japan株式会社 プレスリリース「data.ai(旧App Annie)、2023年に日本国内でゲームアプリが計137億4,800

万ダウンロードされたことを発表」2024年２月６日）、リリース後のマーケティング戦略こそがタイトルの成功の

成否を決定づける重要な要素となっており、当社としても重点的に取り組むべき領域と認識しております。

かつて当社にはマーケティングを専門に担当する社員が在籍し、タイトルの特性や当社の理念を踏まえた統合的

なマーケティング活動を展開していましたが、同担当者の退職以降は専任者が不在となったことから、現在は外部

業者も活用しながらマーケティング業務を進めています。しかし、外部業者は個々のキャンペーン単位では一定の

成果を上げる一方で、その性質上、どうしても断片的になる傾向があり、当社全体のブランド方針や長期的なIP戦

略を踏まえた一貫したマーケティングを行うには適していません。

当社としては、タイトル単位の単発の広告宣伝ではなく、当社のブランドや、イメージ、ポリシーなどを念頭に

置いた多角的、総合的な視点で、当社サービスを統合的にデザインするマーケティングを目指しており、そのため

には、当社のビジネスへの深い理解と、長期的な視野でブランド価値を共に創り上げるパートナーが不可欠となり

ます。

そのような中、当社は以前からマーケティングに関する業務提携先の紹介を各仲介会社に依頼しており、そのな

かで2024年10月に仲介会社の一つからご紹介いただいたのが岡﨑氏でした。岡﨑氏は、これまでゲームアプリの広

告経験こそありませんが、バーチャルYouTuber（VTuber）を中心としたプロモーションやライブ配信、タレントマ

ネジメント等の分野で、SNS運用やデジタル広告など、デジタルマーケティングに関する豊富な知見と実績を有し

ています。また、同氏が代表取締役を務めるオカザキホールディングスは、2025年８月、動画配信クリエイターを

中心としたエンタメ事業を柱とするSUPER STATE HOLDINGS株式会社から、MBOを通じてPR支援、ライブ・イベント

DX、ライバーマネジメント、3DCG制作等を行う以下の６社の株式を譲り受け、グループとして、ライブやイベント

の企画制作、グッズの企画制作販売、デジタルコンテンツの企画制作等エンタメコンテンツを中心としたプロ

デュース事業を展開しております。

(1) コミックス株式会社（PR・プロモーション・マーケティング・ブランディング等、コミュニケーション戦略

の設計、コンサルティング及び実行支援）

(2) 3bitter株式会社（ライブ・イベント向けの体験コンテンツ、DX、モバイルオーダーサービスの開発・提供

及び運用）

(3) 株式会社ボンド（ライバーサクセス事業及びWebシステム制作）

(4) 株式会社スカラベスタジオ（ソーシャルゲーム及び遊技機向け３DCG映像制作）

(5) 株式会社トゥエンティフォー（無人型スイーツ販売店のフランチャイズ）

(6) 株式会社エスエルピー（各種コンサート・イベントの企画制作及びプロデュース）

これらの子会社は、エンターテインメント領域において独自の専門性と機能を担っており、オカザキホールディ

ングスは、各子会社の事業ドメインを組み合わせることで、グループ内のシナジー最大化を図り、エンターテイン

メント領域における新たな事業価値の創出に取り組んでおります。まさに当社が求める総合的・戦略的マーケティ

ングを推進する上で、オカザキホールディングスのグループ企業が持つネットワークやクリエイティブ制作力、デ

ジタルマーケティングに関するノウハウは、極めて有効に機能すると考えています。また、オカザキホールディン

グスも当社のようなゲーム会社との業務提携を検討されていたことから、両社の方針が一致し、今回、オカザキ

ホールディングスと同社の株式取得を伴う資本業務提携を結ぶこととなりました。今回の資本業務提携は、単に

マーケティングに関する委託先を確保するのではなく、オカザキホールディングスとのシナジーを活かして当社の

マーケティング体制そのものを再構築し、IPを起点とした全方位的なブランド戦略を共同で推進することを目的と

しています。

 
２．本資本業務提携の内容等

（１）資本提携の内容

当社はオカザキホールディングスの株主であり代表取締役でもある岡﨑氏が保有する株式のうち400株（発

行済株式総数の13.33％）を市場外での相対取引により取得いたしました。
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また、本第三者割当増資を通じて、オカザキホールディングスの普通株式1,600株（発行済株式総数の

43.48％）を取得する予定です。

 

（２）業務提携の内容

今回の資本業務提携は、単にマーケティングに関する委託先を確保するのではなく、オカザキホールディン

グスとのシナジーを活かして当社のマーケティング体制そのものを再構築し、IPを起点とした全方位的なブラ

ンド戦略を共同で推進することを目的としています。

 
３．資本業務提携先の会社概要

（1）名 称 株式会社オカザキホールディングス

（2）所 在 地 東京都港区南青山二丁目２番８号

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役　岡﨑太輔

（4）事 業 内 容 関連子会社事業支援及び経営戦略の立案・実行

（5）資本金 3,000万円

（6）設 立 年 月 日 2025年４月25日（決算月３月）
 

 
４．日程

取 締 役 会 決 議 日 2025年11月20日

本資本業務提携及び本第三者割当に関する契約締結日 2025年11月20日

既存株主からの株式譲受日 2025年11月21日

本第三者割当の払込期日 2026年４月（予定）
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【資産除去債務明細表】

資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる

金額を合理的に見積もり、そのうち当連結会計年度の費用の負担に属する金額を費用計上する方法を採用してい

るため、該当事項はありません。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 
第１四半期
連結累計期間

中間連結会計期間
第３四半期
連結累計期間

当連結会計年度

売上高 (千円) 692,745 1,451,381 2,115,710 2,897,753

税金等調整前中間
(四半期)(当期)純損失
金額(△)

(千円) △157,528 △224,008 △337,849 △442,449

親会社株主に帰属する
中間(四半期)(当期)純
損失金額(△)

(千円) △155,221 △221,396 △338,660 △434,656

１株当たり中間
(四半期)(当期)純損失
金額(△)

(円) △7.16 △8.26 △10.93 △12.83

 

 
 

第１四半期
 連結会計期間

第２四半期
 連結会計期間

第３四半期
連結会計期間

第４四半期
連結会計期間

１株当たり
四半期純損失(△)

（円） △7.16 △2.07 △2.98 △2.26

 

(注) 第１四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー　：無
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 503,585 560,675

  売掛金及び契約資産 ※２  152,400 ※２  176,647

  前払金 - 145,881

  前渡金 5,280 -

  前払費用 30,988 35,108

  関係会社短期貸付金 50,000 40,000

  その他 ※２  31,009 ※２  8,682

  関係会社貸倒引当金 △6,819 -

  貸倒引当金 △1,599 △465

  流動資産合計 764,846 966,528

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 18,278 18,278

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △18,278 △18,278

    建物（純額） - -

   工具、器具及び備品 20,430 17,891

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △20,430 △17,891

    工具、器具及び備品（純額） - -

   有形固定資産合計 - -

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,863 4,863

   関係会社株式 229,100 229,100

   長期前払費用 1,313 -

   差入保証金 30,419 28,307

   投資その他の資産合計 265,696 262,271

  固定資産合計 265,696 262,271

 資産合計 1,030,543 1,228,800

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 ※２  34,013 ※２  23,072

  未払金 ※２  41,634 ※２  64,983

  未払費用 10,728 11,076

  未払法人税等 2,290 11,277

  前受金 ※２  14,294 ※２  17,893

  預り金 5,458 7,248

  受注損失引当金 2,042 358

  その他 17,918 2,071

  流動負債合計 128,381 137,982

 固定負債   

  繰延税金負債 2,082 1,004

  固定負債合計 2,082 1,004

 負債合計 130,464 138,987
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 67,707 184,466

  資本剰余金   

   資本準備金 67,707 184,466

   その他資本剰余金 1,180,056 1,201,099

   資本剰余金合計 1,247,763 1,385,565

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △417,321 △480,221

   利益剰余金合計 △417,321 △480,221

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 898,149 1,089,810

 新株予約権 1,929 2

 純資産合計 900,078 1,089,812

負債純資産合計 1,030,543 1,228,800
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

売上高 ※１  1,213,012 ※１  1,043,942

売上原価 ※１  1,176,296 ※１  1,045,447

売上総利益又は売上総損失（△） 36,716 △1,505

販売費及び一般管理費 ※１、２  450,890 ※１、２  492,958

営業損失（△） △414,173 △494,463

営業外収益   

 受取利息 ※１  3,596 ※１  2,133

 雑収入 ※１  30,725 ※１  23,999

 営業外収益合計 34,322 26,132

営業外費用   

 雑損失 1,764 981

 訴訟関連費用 17,151 819

 資金調達費用 14,743 14,224

 為替差損 803 1,365

 その他 525 -

 営業外費用合計 34,989 17,391

経常損失（△） △414,840 △485,723

特別利益   

 関係会社貸倒引当金戻入益 ※４  126,050 ※４  6,819

 関係会社事業損失引当金戻入益 ※５  56,410 -

 特別利益合計 182,461 6,819

特別損失   

 投資有価証券評価損 31,203 -

 関係会社株式評価損 9,999 -

 関係会社貸倒引当金繰入額 ※３  6,819 -

 特別損失合計 48,022 -

税引前当期純損失（△） △280,402 △478,904

法人税、住民税及び事業税 2,296 2,395

法人税等調整額 286 △1,077

法人税等合計 2,583 1,317

当期純損失（△） △282,985 △480,221
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費  － 0.0 － 0.0

Ⅱ 労務費  531,470 45.2 602,775 57.7

Ⅲ 外注費  465,185 39.6 259,252 24.8

Ⅳ 経費 ※ 179,639 15.3 183,420 17.5

売上原価  1,176,296 100.0 1,045,447 100.0
 

原価計算の方法

当社の原価計算は、実際個別原価計算であります。

 

(注)

前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

※　主な内訳は、次のとおりであります。

賃借料 89,988千円

地代家賃 22,290千円

減価償却費 1,542千円

業務委託費 21,183千円

支払手数料 38,656千円
 

※　主な内訳は、次のとおりであります。

賃借料 70,455千円

地代家賃 26,192千円

減価償却費 1,594千円

業務委託費 18,773千円

支払手数料 62,307千円
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰

余金

資本剰余金合

計

その他利益剰

余金 利益剰余金合

計繰越利益剰余

金

当期首残高 229,720 1,275,334 1,017,659 2,292,994 △1,619,390 △1,619,390 △0 903,323

当期変動額         

新株の発行 138,905 138,905  138,905    277,810

減資 △300,918 △1,346,533 1,647,451 300,918    -

欠損填補   △1,485,054 △1,485,054 1,485,054 1,485,054  -

当期純損失（△）     △282,985 △282,985  △282,985

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
        

当期変動額合計 △162,013 △1,207,628 162,397 △1,045,230 1,202,069 1,202,069 - △5,174

当期末残高 67,707 67,707 1,180,056 1,247,763 △417,321 △417,321 △0 898,149
 

 

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 3,610 906,933

当期変動額   

新株の発行  277,810

減資  -

欠損填補  -

当期純損失（△）  △282,985

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
△1,680 △1,680

当期変動額合計 △1,680 △6,855

当期末残高 1,929 900,078
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当事業年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰

余金

資本剰余金合

計

その他利益剰

余金 利益剰余金合

計繰越利益剰余

金

当期首残高 67,707 67,707 1,180,056 1,247,763 △417,321 △417,321 △0 898,149

当期変動額         

新株の発行 335,941 335,941  335,941    671,882

減資 △219,182 △219,182 438,364 219,182    -

欠損填補   △417,321 △417,321 417,321 417,321  -

当期純損失（△）     △480,221 △480,221  △480,221

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
        

当期変動額合計 116,759 116,759 21,042 137,802 △62,900 △62,900 - 191,660

当期末残高 184,466 184,466 1,201,099 1,385,565 △480,221 △480,221 △0 1,089,810
 

 

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 1,929 900,078

当期変動額   

新株の発行  671,882

減資  -

欠損填補  -

当期純損失（△）  △480,221

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
△1,927 △1,927

当期変動額合計 △1,927 189,733

当期末残高 2 1,089,812
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社は、前事業年度まで10期連続となる営業損失、経常損失、11期連続となる当期純損失となり、当事業年度にお

いても、営業損失494,463千円、経常損失485,723千円、当期純損失480,221千円を計上しており、継続企業の前提に

関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が当事業年度においても存在しております。当社は、当該事象ま

たは状況を解消するために以下の対応策を講じております。

１．収益構造の改善

①　新規タイトル開発及びIPポートフォリオの拡充

持続的成長基盤の確立のため、2025年９月期から2027年９月期末までの３年間において、自社パブリッシン

グによる大型・中型の国内IPタイトル４本と海外ローカライズタイトル６本の開発及び運営による売上・収益

の回復・拡大を目指してまいります。大型のタイトル開発は、開発開始からリリースまで２年程度の開発期間

を要するため、先行する開発費の負担が期間損益に与える影響が大きいことから、比較的短期間に開発が可能

な中型・小型タイトルをバランスよく開発パイプラインに組み込み、段階的に新規タイトルの開発及びリリー

スを行うことで、開発リスクの分散と財務インパクトを抑制してまいります。また、開発したゲームから派生

するコンテンツの商品化などを、資本業務提携先であるジーエフホールディングス株式会社との各種連携によ

り推し進め、収益機会の多様化・多層化を図ってまいります。

②　収益の多様化

他社のゲームタイトルの開発・運営受託とともに、当社のゲーム開発・運営における知見とノウハウを活か

して、一般事業会社向けのサービス企画・開発受託などにより、事業領域の拡大を図ってまいります。また、

今後複数の新たな開発を並行して進めるにあたり、良質かつ魅力的な企画と効率的かつスケジュール通りに制

作及び開発を進めるために、社内人材の育成・強化に加えて優秀なプロダクトマネージャーやエンジニア等の

専門性の高い人材の採用を強化してまいります。

③　技術・人材支援事業の強化

ゲーム開発人材を必要とする企業向けに人材の派遣等を行う技術・人材支援事業については、新規クライア

ントの獲得、既存クライアントからの需要の掘り起し等のセールス強化により人材稼働数の拡大に力を入れて

おります。引き続き業界動向を見極めつつ、ゲーム業界以外の稼働案件獲得についても注力することにより、

事業拡大を目指してまいります。

④　経費削減

事業構造の改善の進捗に応じて、売上原価においては、外注費やサーバー費用、プラットフォーム手数料等

の変動費が減少し、販管費においては、人件費を中心として、オフィス移転による賃料の引き下げや減資によ

る税負担の軽減など固定費の削減を進めてまいりました。引き続き支払報酬や支払手数料、業務委託費などの

経常的な管理系の経費についても細かく削減を図るとともに、全社的なコスト削減活動を継続して進めてまい

ります。また、新たな事業展開にかかる費用等についても費用が過度に増大しないよう充分に点検・精査を

行ってまいります。

 
２．財務基盤の安定化

第三者割当による第９回及び第10回新株予約権について、当事業年度において第９回新株予約権の一部と第10

回新株予約権の全てが行使されたことにより、本新株予約権の発行価額を含め671,882千円の資金を新たに調達い

たしました。また、「第５ 経理の状況　1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に

記載のとおり、第16回定時株主総会において、EVO FUNDを割当予定先とする第11回新株予約権及びG Future Fund

１号投資事業有限責任組合、石井武氏及び岡﨑太輔氏を割当予定先とする第12回新株予約権の発行について付議

し、承認可決されました。これにより、第11回新株予約権及び第12回新株予約権が権利行使された場合には、

11,100,799千円の資金調達が可能となります。今後も引き続き、事業資金の確保による財務基盤の安定化を図っ

てまいります。

 
以上の施策を実施するとともに、今後も有効と考えられる施策につきましては、積極的に実施してまいります。

しかしながら、これらの対応策を実施してもなお、収益性の改善や資金調達の進展状況等によっては、今後の資金

繰りに重要な影響を及ぼす可能性があることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在する

ものと認識しております。

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務

諸表に反映しておりません。
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(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

工具、器具及び備品　　　４年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

 
３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 関係会社貸倒引当金

関係会社の債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しておりま

す。

 
５．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ．オンラインゲームに係る収益認識

当社がサービスを提供するオンラインゲームに係る収益に関して、ユーザーがゲーム内アイテムを購入した

時点以降のアイテム使用期間を見積り、当該見積り期間に応じて収益を認識しております。

ロ．受託開発に係る収益認識

受託開発に係る収益に関して、期間が短くかつ少額なものを除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、

当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。

 
(重要な会計上の見積り)

１．関係会社投融資の評価

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した額

  （千円）

 前事業年度 当事業年度

（資産の部）   

関係会社短期貸付金 50,000 40,000

関係会社貸倒引当金 6,819 －

（特別損失）   

関係会社株式評価損 9,999 －
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関係会社貸倒引当金繰入額 6,819 －
 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、関係会社に対して、債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案して回収不能見

込額を算定し、当該回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。当該回収不能見込額の見積りにあ

たっては、各関係会社の将来の業績及び財政状態に関する事業計画を考慮したうえで、支払能力を総合的に判断

しております。

翌事業年度において関係会社の財政状態及び経営成績が悪化した場合には、翌事業年度の財務諸表において、

関係会社貸倒引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。

 
２．非上場株式の評価

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した額

  （千円）

 前事業年度 当事業年度

投資有価証券（非上場株式） 4,863 4,863

投資有価証券評価損 31,203 －
 

(2) 識別した項目に対する重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「第５ 経理の状況　1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)

1. 非上場株式の評価」に同一内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
３．進捗度に応じた収益認識

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した額

  （千円）

 前事業年度 当事業年度

契約資産 13,000 4,536

受注損失引当金 2,042 358
 

(2) 識別した項目に対する重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「第５ 経理の状況　1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)

2. 進捗度に応じた収益認識」に同一内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
(会計方針の変更)

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計

基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っております。

なお、当事業年度において、財務諸表への影響はありません。

 

(貸借対照表関係)

※１　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事

業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

当座貸越極度額 50,000千円 50,000千円

借入実行残高 － －  

差引額 50,000 50,000 
 

 
※２　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

短期金銭債権 46,847千円 42,864千円

短期金銭債務 23,611 29,937 
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(損益計算書関係)

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

営業取引による取引高 349,657千円 309,269千円

営業取引以外の取引高 26,053 26,310 
 

 
※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度２％、当事業年度12％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度98％、当事業年度88％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

役員報酬 39,600千円 39,600千円

給与手当 195,570 190,978 

支払手数料 77,833 74,428 

地代家賃 11,334 8,979 

広告宣伝費 899 48,999 

減価償却費 619 539 
 

 
※３　関係会社貸倒引当金繰入額

前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

当社の連結子会社である株式会社オルトプラス高知の財政状態及び経営成績を勘案し、当社所有の株式に対す

る評価及び債権にかかる将来の回収可能性等を見直した結果、当事業年度末において、関係会社株式評価損9,999

千円、関係会社貸倒引当金繰入額6,819千円を計上しております。

 

当事業年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
※４　関係会社貸倒引当金戻入益

前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

当社の連結子会社である株式会社OneSportsへの貸付金を回収したことに伴い、当事業年度末において、関係会

社貸倒引当金戻入益126,050千円を計上しております。

 
当事業年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

当社の連結子会社である株式会社オルトプラス高知の債務超過が解消されたことに伴い、関係会社貸倒引当金

戻入益6,819千円を計上しております。

 
※５　関係会社事業損失引当金戻入益

前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

当社の連結子会社である株式会社OneSportsの債務超過が解消されたことに伴い、当事業年度末において、関係

会社事業損失引当金戻入益56,410千円を計上しております。

 
当事業年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

 
  (単位：千円)

区分
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

子会社株式 229,100 229,100

計 229,100 229,100
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

繰延税金資産     

　繰越欠損金 2,276,443千円 2,075,692千円

　減価償却超過額 793 1,182 

　投資有価証券評価損 250,235 234,884 

　関係会社株式評価損 22,533 21,150 

　減損損失 6,361 5,236 

　未払事業税 － 2,752 

　その他 6,848 3,654 

繰延税金資産小計 2,563,216 2,344,552 

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △2,276,443 △2,075,692 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △286,772 △268,860 

評価性引当額小計 △2,563,216 △2,344,552 

繰延税金資産合計 － － 

繰延税金負債     

　その他 △2,082 △1,004 

繰延税金負債合計 △2,082 △1,004 

繰延税金資産（負債）の純額 △2,082 △1,004 
 

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

当社は、当事業年度中に新株予約権が行使され資本金が１億円を超えたため、法人事業税の外形標準課税が適用

されることとなりました。これに伴い、翌事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債について、法定実効税率を33.58％から30.62％に変更し計算しております。

また、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年

４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年

10月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について

は、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。

なお、これらの税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「第５ 経理の状況　1 連結財務

諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、記載を省略しておりま

す。
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(重要な後発事象)

（新株予約権の権利行使）

当社が発行した第９回新株予約権について、当事業年度末の翌日から、2025年12月24日までの間に権利行使が行わ

れました。

 
＜第９回新株予約権＞

（1）行使された新株予約権の個数　　　　　　　 　　159,532個

（2）発行した株式の種類及び株式数　　普通株式　15,953,200株

（3）資本金増加額　　　　　　　　　　　　　　　 119,649千円

（4）資本準備金増加額　　　　　　　　　　　　　 119,649千円

 
なお、新株予約権の行使による新株の発行の結果、2025年12月24日現在の発行済株式総数は、75,355,233株、資本

金は304,115千円、資本剰余金は1,505,215千円となっております。

 
（第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権の発行並びに買取契約の締結、定

款の一部変更）

当社は、2025年11月20日開催の当社取締役会において、EVO FUND（以下「EVO FUND」といいます。）を割当予定先と

する第三者割当による株式会社オルトプラス第11回新株予約権（以下「第11回新株予約権」といいます。）並びにG

Future Fund１号投資事業有限責任組合（以下「Gファンド」といいます。）、石井武氏（以下「石井氏」といいま

す。）及び岡﨑太輔氏（以下「岡﨑氏」といい、EVO FUND、Gファンド、石井氏及び岡﨑氏とあわせて個別に又は総称

して「割当予定先」といいます。）を割当予定先とする第三者割当による株式会社オルトプラス第12回新株予約権（以

下「第12回新株予約権」といい、第11回新株予約権とあわせて個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）の

発行並びに本新株予約権の買取契約又は総数引受契約（以下、各割当予定先との買取契約又は総数引受契約を個別に又

は総称して「本買取契約」といいます。）を各割当予定先との間でそれぞれ締結することを決議しました。

詳細につきましては、連結財務諸表の「第５ 経理の状況　1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な

後発事象)」に記載のとおりであります。

 
（資本業務提携契約の締結）

当社は、2025年11月20日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社オカザキホールディングス（以下「オカ

ザキホールディングス」といいます。）との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務

提携契約に基づく資本業務提携を以下「本資本業務提携」といいます。）を締結すること、及び、本資本業務提携に基

づき、オカザキホールディングスの普通株式を取得する（以下「本株式取得」といいます。）とともに、同社が実施す

る第三者割当増資（以下「本第三者割当」といいます。）を引き受ける方法により同社株式を取得することを決議いた

しました。

詳細につきましては、連結財務諸表の「第５ 経理の状況　1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な

後発事象)」に記載のとおりであります。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
及び減損損
失累計額又
は償却累計
額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産        

建物 18,278 － － 18,278 18,278 － －

工具、器具及び備品 20,430 925 3,464 17,891 17,891
925
(904)

－

有形固定資産計 38,708 925 3,464 36,170 36,170
925
(904)

－

無形固定資産        

ソフトウエア 20,700 － － 20,700 20,700 － －

その他 2,136 － － 2,136 2,136 － －

無形固定資産計 22,836 － － 22,836 22,836 － －
 

(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得原価で記載しております。

２．当期償却額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 購入による増加 925千円
 

４．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 売却及び除却による減少 3,464千円
 

 
【引当金明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 1,599 315 1,449 465

関係会社貸倒引当金 6,819 － 6,819 －

受注損失引当金 2,042 － 1,683 358
 

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年10月１日から翌年９月30日まで

定時株主総会 毎事業年度の末日の翌日から３か月以内

基準日 毎年９月30日

剰余金の配当の基準日 毎年３月末日、毎年９月末日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 　―

買取手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故等やむを得ない事由によ
り電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法と
する。
公告掲載URL
https://www.altplus.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)当社の株主は、その所有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定

款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第15期)(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)2024年12月26日関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度(第14期)(自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)2024年11月７日関東財務局長に提出

事業年度(第14期)(自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)2024年11月18日関東財務局長に提出

(3) 内部統制報告書及びその添付書類

2024年12月26日関東財務局長に提出

(4) 半期報告書及び確認書

第16期中(自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)2025年５月９日関東財務局長に提出

(5) 有価証券届出書及びその添付書類

第三者割当による新株予約権証券発行に伴う有価証券届出書

2024年11月21日関東財務局長に提出

2025年11月20日関東財務局長に提出

(6) 有価証券届出書の訂正届出書

上記(5)に係る訂正届出書　2025年11月27日関東財務局長に提出

(7) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ

く臨時報告書

　2024年12月27日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

2025年11月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

2025年11月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

2025年11月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

2025年11月26日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2025年12月24日
 

株式会社　オルトプラス

取締役会　御中
 

 

東光有限責任監査法人

　東京都新宿区
 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　　島　　伸　　一  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 照　　井　　慎　　平  

 

 
＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社オルトプラスの2024年10月１日から2025年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社オルトプラス及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度まで11期連続で営業損失、経常損失及

び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当連結会計年度においても営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属す

る当期純損失を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現

時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不

確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
強調事項

１．重要な後発事象に記載されているとおり、当連結会計年度末の翌日から、2025年12月24日までの間に第９回新株予

約権について権利行使が行われている。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2025年11月20日開催の取締役会において、第三者割当による第

11回新株予約権及び第12回新株予約権の発行並びに買取契約の締結、定款の一部変更を行うことについて決議して

いる。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2025年11月20日開催の取締役会において、株式会社オカザキ

ホールディングスと資本業務提携契約を締結することを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項を除き、監査報告書において報告

すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
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記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社オルトプラスの2025

年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社オルトプラスが2025年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
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の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状

況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 
 
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2025年12月24日
 

株式会社　オルトプラス

取締役会　御中
 

 
東光有限責任監査法人

　東京都新宿区
 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　　島　　伸　　一  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 照　　井　　慎　　平  

 

 
＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社オルトプラスの2024年10月１日から2025年９月30日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社オルトプラスの2025年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度まで10期連続で営業損失及び経常損失、11

期連続で当期純損失を計上し、当事業年度においても営業損失、経常損失及び当期純損失を計上したことから、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不

確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注

記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表

に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
強調事項

１．重要な後発事象に記載されているとおり、当事業年度末の翌日から2025年12月24日までの間に第９回新株予約権に

ついて権利行使が行われている。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2025年11月20日開催の取締役会において、第三者割当による第

11回新株予約権及び第12回新株予約権の発行並びに買取契約の締結、定款の一部変更を行うことについて決議して

いる。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2025年11月20日開催の取締役会において、株式会社オカザキ

ホールディングスと資本業務提携契約を締結することを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項を除き、監査報告書において報告

すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営

者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告

プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

EDINET提出書類

株式会社オルトプラス(E27280)

有価証券報告書

98/99



内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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